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2.18 ５・６号機に関する共通事項 

2.18.1 設備の維持・管理について 

５・６号機は，平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災したもの

の，その被害の大半は津波による海水系設備の損傷であった。 

その後，海水系設備の復旧ならびに冷温停止維持に関する設備の健全性確認を進め，

現在では，震災前と同等の設備により安定的な冷温停止を維持している状況である。ま

た，冷温停止維持に関する設備と比較し緊急性は少ないものの，冷温停止維持に属さな

い設備については，状態確認を進めていく予定である。 

したがって，５・６号機の設備に関しては，本実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安

」を遵守しつつ，福島第一原子力発電所第５号機保全計画及び福島第一原子力発電所第

６号機保全計画に基づく計画的な機器の保全活動を実施していくと共に，設置変更許可

等の許認可の内容に従って，設備を維持・管理していくこととする。 

 

2.18.2 要求される機能について 

  本実施計画に記載のある５・６号機の設備に要求される機能とは，工程(Ⅰ.1.2 参照)

に示す冷温停止において維持・管理する機能である。 

 

2.18.3 異常時の対応 

自然災害（津波）により，冷温停止維持に必要な設備（全交流電源及び海水系設備）

のすべてが機能喪失した場合，その状態が継続すると燃料損傷に至る可能性があるため，

復旧余裕時間＊１である 2.7 日以内に電源車による既設設備の復旧(電源復旧対応)，消防

車による原子炉及び使用済燃料プールへの起動的な注水対応（代替設備対応）を行い，

燃料損傷を回避する。（図－１ 参照） 

＊１：崩壊熱により，冷却材の温度が上昇し 100℃（使用済燃料プールの水は 65℃）に到達する時間。 

復旧余裕時間は平成 24 年 10 月 1 日時点の崩壊熱にて算出し，最も短いのは５号機の原子炉である。 

詳細については以下の通り。 

＜原子炉＞ 

５号機原子炉（初期温度 40℃）の崩壊熱より算出した復旧余裕時間は 2.7 日であり，同様に６号機の復

旧余裕時間は 3.8 日である。 

＜使用済燃料プール＞ 

５号機使用済燃料プール（初期温度 30℃）の崩壊熱より算出した復旧余裕時間は 4.6 日であり，同様に

６号機の復旧余裕時間は 4.6 日である。 

 

電源車（５・６号機用として 2 台以上）は O.P.30m 以上の場所に配備されており，５

号機タービン建屋 2 階に設置されている所内低圧母線へ供給可能なケーブルが接続済で

ある。 
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復旧時に必要な消防車＊２）（５・６号機用として 2 台以上，消防車用のホースも原子炉

建屋内に配備済）は O.P.30m 以上の場所に配備されているが，震災の場合は移動し注水

可能な位置に消防車を配置する。消防車の規格放水圧は 0.55ＭPa以上あり（流量は 30m3/h

以上），原子炉建屋最上階（オペレーティングフロア）の高さは，消防車の位置からそ

れぞれ５号機が約 30m，６号機が約 39m である。圧力損失を考慮しても，原子炉及び使用

済燃料プールに注水するのに十分な能力を有している。（添付資料－２ 別添－１ 参

照） 

また，電源車及び消防車の運転訓練等を実施しており，手順書（体制含む）の整備も

されているため復旧余裕時間内に十分対応できるものであると評価している。（注水開

始までの所要時間：約 42 時間（1.8 日程度）） 

  ＊２）消防車：消防車による５号機原子炉及び使用済燃料プールへ注水に必要な水量は，平成 24 年 10 月 1 日の崩

壊熱より算出されており，9t/h と評価されている。６号機についても同様に 9t/h と評価されてお

り，注水の水源となる純水タンクの最低限の保有水量は 263ｔであることから，５・６号機それぞ

れ注水可能時間は 14 時間程度である。なお，上記に加え電源車により既設設備が復旧されれば既

設のポンプを用いた注水や，消防車を用いた海水による注水が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18.4 添付資料 

  添付資料－１ ５・６号機 冷温停止維持に関する設備の復旧状況等について 

  添付資料－２ ５・６号機の耐震性について 

地震随伴の津波発生

注水開始 

（原子炉及び使用済燃料プール）

復旧余裕時間内に対応 

電源復旧対応 

全交流電源喪失 

図－１ 注水開始までのフローチャート 

注水開始 

（原子炉及び使用済燃料プール）

海水系機能喪失 

代替設備対応 

冷温停止
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類

注
１
）

ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン

＊
）

の
結
果

（被
害
状

況
）

復
旧

プ
ロ
セ
ス

復
旧

状
況

使
用

環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

5
③

異
常

な
し

－
一

部
未
復

旧
※

１
）

○
※

１
）
主

蒸
気

隔
離
弁

及
び

主
蒸

気
逃

が
し
安
全

弁
等

の
動

作
確

認
が
未

実
施

。
　
　
　
（
上

記
各

弁
は
全

閉
状

態
で
あ
り
，
冷

却
材

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
は
維

持
さ
れ
て
い
る
）

6
③

異
常

な
し

－
一

部
未
復

旧
※

１
）

○
※

１
）
主

蒸
気

隔
離
弁

及
び

主
蒸

気
逃

が
し
安
全

弁
等

の
動

作
確

認
が
未

実
施

。
　
　
　
（
上

記
各

弁
は
全

閉
状

態
で
あ
り
，
冷

却
材

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
は
維

持
さ
れ
て
い
る
）

原
子

炉
格

納
容

器
①

異
常

な
し

→
復
旧

済
○

原
子
炉

建
屋

①
大

物
搬

入
口
が
津

波
に

よ
り
損
傷

修
理

復
旧

済
○

原
子

炉
格

納
容

器
①

異
常

な
し

→
復
旧

済
○

原
子
炉

建
屋

①
大

物
搬

入
口
が
津

波
に

よ
り
損
傷

修
理

復
旧

済
○

5
③

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

一
部

未
復

旧
※

２
）

○
※

２
）
水

圧
制

御
ユ
ニ
ッ
ト
及
び

制
御

棒
駆

動
機

構
の
動

作
確

認
が
未

実
施

。
　
　
　
（
燃
料
移
動
時
に
復
旧
す
る
）

6
③

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

一
部

未
復

旧
※

２
）

○
※

２
）
水

圧
制

御
ユ
ニ
ッ
ト
及
び

制
御

棒
駆

動
機

構
の
動

作
確

認
が
未

実
施

。
　
　
　
（
燃
料
移
動
時
に
復
旧
す
る
）

残
留

熱
除
去

系
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

残
留
熱

除
去
海

水
系

②
全

て
の
ポ
ン
プ
が
津

波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分

解
点

検
復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長

期
的

に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お

け
る
健

全
性

評
価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

残
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除
去

系
①

異
常

な
し
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ン
プ
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ン
ド
タ
ー
ニ
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グ

運
転

確
認

復
旧
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○
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熱
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②
全

て
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ポ
ン
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が
津

波
に

よ
り
損
傷
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ン
プ
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解
点
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復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
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期
的

に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
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否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お

け
る
健

全
性
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価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

炉
心

ス
プ
レ
イ
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

低
圧
注

水
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

低
圧
注

水
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系

③
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：ハ

ン
ド
タ
ー

ニ
ン
グ

未
復
旧

※
４
）

○

※
４
）
制

御
棒

が
全

挿
入

，
か
つ

燃
料

の
冷

却
が
維

持
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
原

子
炉

圧
力

容
器

の
圧

力
は
高

圧
に
な
る
こ
と
は
な
く
，
他

の
非

常
用

炉
心

冷
却

系
及

び
復

水
補

給
水

系
に

て
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の
注

水
は
十

分
可

能
で
あ
る
た
め
，
高

圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系

を
復

旧
し
て
い
な
い
。
今

後
は
必

要
に
応

じ
て
動

作
可

能
で
あ
る
状

態
に
復

旧
す

る
。

＊
）
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①

：既
設
設

備
を
復

旧
し
設
計

上
想

定
内
の
環

境
で
使

用
注

２
）
○
：設

計
上
想

定
内
の
環

境
で
使
用

設
備

に
触

れ
ず

に
あ
り
の
ま
ま
を
観

察
し
，

②
：既

設
設

備
を
復

旧
し
て
い
る
が
設

計
上
想

定
外

の
環

境
で
使
用

△
：設

計
上
想

定
外
の
環

境
で
使
用

被
害

当
初

の
状

態
を
確

認
す

る
こ
と
。

③
：未

復
旧

（復
旧
中
）の

既
設

設
備

④
：仮

設
設

備

制
御

棒
及

び
制

御
棒
駆

動
系

制
御

棒
及

び
制

御
棒
駆

動
系

2
.2
3

6

非
常

用
炉

心
冷

却
系

2
.2
1

2
.1
9

設
　
　
　
備

原
子

炉
圧

力
容
器

（冷
却

材
圧

力
バ
ウ
ン
ダ
リ
）

原
子

炉
圧

力
容
器

（冷
却

材
圧

力
バ
ウ
ン
ダ
リ
）

6

2
.2
0

55

2.
22

残
留

熱
除
去

系

表
－
１
　
５
・
６
号

機
　
冷
温

停
止
維

持
に
関

す
る
設
備

の
復

旧
状

況
等

に
つ
い
て

5

原
子

炉
格

納
施
設

6

●
復
旧

済
の
定
義

　
以

下
の
復
旧

（健
全

性
確

認
）
プ
ロ
セ
ス
を
経

て
，
機

器
が
使
用

中
（ま

た
は

使
用
可

能
）
と
な
っ
て
い
る
状
態

の
こ
と
。

　
・
震
災

に
て
損

傷
し
た
機

器
の
修
理

が
完

了
し
て
い
る
。

　
・
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
に
て
健

全
性

を
確
認

し
て
い
る
。

　
　
（主

に
，
静

的
機
器

）
　
・
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
の
健

全
性

確
認
に
加

え
，
復

旧
プ
ロ
セ
ス
記
載

の
健

全
性

　
　
確
認

を
実
施

し
問

題
な
い
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
。

　
　
（主

に
，
動

的
機
器

，
電

気
品

）
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１
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ー
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ダ
ウ
ン

＊
）

の
結
果

（被
害
状

況
）

復
旧

プ
ロ
セ
ス

復
旧

状
況

使
用

環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

5
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

6
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

5
③

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：分

解
点
検

一
部

未
復

旧
※
５
）

○
※
５
）
循
環
ポ
ン
プ
２
台

の
う
ち
１
台
が
未
復
旧
で
あ
り
，
未
復
旧
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
点
検

を
行

っ
た
後

，
運
転

状
態
を
確

認
し
復

旧
す

る
。

6
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

5
①

異
常

な
し

送
排
風

機
，
排
気
フ
ァ
ン
：

ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

6
①

異
常

な
し

送
排
風

機
，
排
気
フ
ァ
ン
：

ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄
化

系
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

原
子
炉

補
機
冷

却
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

補
機

冷
却

海
水

系
②

全
て
の
ポ
ン
プ
が
津

波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分

解
点
検

復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長
期

的
に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

燃
料
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ル
冷

却
浄
化

系
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

原
子
炉

補
機
冷

却
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

補
機

冷
却

海
水

系
②

全
て
の
ポ
ン
プ
が
津

波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分

解
点
検

復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長
期

的
に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

燃
料
交

換
機

③
修

理
中

未
復
旧

※
６
）

○
※
６
）
復
旧
工
程
は
，
図
－
１
　
５
・
６
号
機
　
中
期
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
記
載
。
（
Ⅰ

.1
.2
　
参
照
）

原
子
炉

建
屋

天
井
ク
レ
ー
ン

③
修

理
中

未
復
旧

※
６
）

○
※
６
）
復
旧
工
程
は
，
図
－
１
　
５
・
６
号
機
　
中
期
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
記
載
。
（
Ⅰ

.1
.2
　
参
照
）

使
用

済
燃

料
プ
ー
ル

①
異

常
な
し

→
復
旧

済
○

＊
）
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①

：既
設
設

備
を
復

旧
し
設
計

上
想

定
内
の
環
境

で
使

用
注

２
）
○
：
設
計

上
想

定
内
の
環

境
で
使

用
設
備

に
触

れ
ず

に
あ
り
の
ま
ま
を
観

察
し
，

②
：既

設
設

備
を
復

旧
し
て
い
る
が
設

計
上
想

定
外

の
環

境
で
使
用

△
：
設
計

上
想

定
外
の
環

境
で
使

用
被
害

当
初

の
状

態
を
確

認
す

る
こ
と
。

③
：未

復
旧

（復
旧
中
）の

既
設

設
備

④
：仮

設
設

備

オ
ペ

フ
ロ
の
高

湿
度

環
境

に
よ
り
電
気

設
備
の
絶

縁
低

下
や

機
械
設

備
の
発

錆
に
至

る
（震

災
時
の
燃

料
プ
ー

ル
冷

却
機

能
喪

失
に
よ
り
，
プ
ー

ル
水

温
度

が
上

昇
し
水

蒸
気
が

発
生
）

5
2.
28

燃
料
取

扱
系

及
び

燃
料

貯
蔵
設

備

原
子

炉
建

屋
常
用

換
気
系

5

2.
27

燃
料

プ
ー
ル

冷
却
浄

化
系

6

表
－
２
　
５
・
６
号

機
　
冷
温

停
止
維

持
に
関

す
る
設

備
の
復

旧
状

況
等

に
つ

い
て

設
　
　
　
備

復
水
補

給
水

系

復
水
補

給
水

系

原
子
炉

冷
却

材
浄
化

系

原
子
炉

冷
却

材
浄
化

系

2.
26

原
子

炉
建

屋
常
用

換
気
系

2.
25

2.
24
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号
機

分
類

注
１
）

ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン

＊
）

の
結
果

（被
害
状

況
）

復
旧

プ
ロ
セ
ス

復
旧

状
況

使
用

環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

燃
料
交

換
機

①
修

理
復
旧

済
○

原
子
炉

建
屋

天
井
ク
レ
ー
ン

①
修

理
復
旧

済
○

使
用

済
燃

料
プ
ー
ル

①
異

常
な
し

→
復
旧

済
○

5
②

異
常

な
し

排
風
機

：ハ
ン
ド
タ
ー

ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長

期
的

に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

浸
水

が
発

生
し
た
場

合
に
備

え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

6
②

異
常

な
し

排
風
機

：ハ
ン
ド
タ
ー

ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長

期
的

に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

浸
水

が
発

生
し
た
場

合
に
備

え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

5
①

異
常

な
し

送
排
風

機
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

6
①

異
常

な
し

送
排
風

機
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

外
部

電
源

①
異

常
な
し

→
復
旧

済
○

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
①

異
常

な
し

運
転

確
認

復
旧

済
○

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
冷

却
海

水
系

②
全

て
の
ポ
ン
プ
が
津

波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分

解
点

検
復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長

期
的

に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備

え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

直
流

電
源
装

置
①

異
常

な
し

蓄
電

池
：比

重
・電

圧
測
定

復
旧

済
○

電
源

ケ
ー

ブ
ル

②
ケ
ー

ブ
ル
が
一
部

没
水

（そ
の
他
は
異
常

な
し
）

絶
縁
抵

抗
測

定
復
旧

済
△

（ｹ
ｰ
ﾌ
ﾞﾙ
が
一

部
没

水
※
７
）

※
７
）
海

水
系

ポ
ン
プ
（残

留
熱
除

去
海
水

系
，
補
機

冷
却
海

水
系
，
非

常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

冷
却
海

水
系
）
に
電
力

を
供
給

し
て
い
る
ケ
ー
ブ
ル
が
一
部

没
水
。
時

間
の
経
過

に
よ
り
絶
縁

性
能

の
低

下
が
懸

念
さ
れ
る
た
め
，
予

備
の
ケ
ー

ブ
ル
を
敷

設
し
信

頼
性

向
上

を
図

っ
て
い
る
。

外
部

電
源

①
異

常
な
し

→
復
旧

済
○

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
③

異
常

な
し

運
転

確
認

復
旧

済
（
高
圧

炉
心

ス
プ
レ
イ
系

は
未
復

旧
※
８
）

○
※

８
）
復

旧
さ
れ
て
い
る
５
・
６
号

機
全

て
の
非

常
用

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
を
含

め
て
考

え
れ

ば
，
非

常
用

高
圧

母
線

に
接

続
す

る
動

作
可

能
な
非

常
用

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

は
十

分
確

保
さ
れ
て
い
る
。
今

後
は
必

要
に
応

じ
て
動

作
可

能
で
あ
る
状

態
に
復
旧

す
る
。

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
冷

却
海

水
系

③
全

て
の
ポ
ン
プ
が
津

波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分

解
点

検
復
旧

済
（
高
圧

炉
心

ス
プ
レ
イ
系

は
未
復

旧
※
９
）

△
（配

管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長

期
的

に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備

え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

※
９
）
高

圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系

の
み

に
冷

却
水

を
供

給
す

る
も
の
で
あ
り
，
今

後
は
必

要
に
応

じ
て
動

作
可

能
で
あ
る
状

態
に
復

旧
す

る
。

直
流

電
源
装

置
③

異
常

な
し

蓄
電

池
：比

重
・電

圧
測
定

復
旧

済
（
高
圧

炉
心

ス
プ
レ
イ
系

は
未

復
旧

※
１
０
）

○
※

１
０
）
高

圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系

の
制

御
電

源
の
み

に
電

力
を
供

給
す

る
も
の
で
あ
り
，
今

後
は

必
要

に
応

じ
て
動

作
可
能

で
あ
る
状

態
に
復

旧
す

る
。

電
源

ケ
ー

ブ
ル

②
ケ
ー

ブ
ル
が
一
部

没
水

（そ
の
他
は
異
常

な
し
）

絶
縁
抵

抗
測

定
復
旧

済
△

（ｹ
ｰ
ﾌ
ﾞﾙ
が
一

部
没

水
※
７
）

※
７
）
海

水
系

ポ
ン
プ
（残

留
熱
除

去
海
水

系
，
補
機

冷
却
海

水
系
，
非

常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

冷
却
海

水
系
）
に
電
力

を
供
給

し
て
い
る
ケ
ー
ブ
ル
が
一
部

没
水
。
時

間
の
経
過

に
よ
り
絶
縁

性
能

の
低

下
が
懸

念
さ
れ
る
た
め
，
予

備
の
ケ
ー

ブ
ル
を
敷

設
し
信

頼
性

向
上

を
図

っ
て
い
る
。

＊
）
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①

：既
設
設

備
を
復

旧
し
設
計

上
想

定
内
の
環

境
で
使

用
注

２
）
○
：設

計
上
想

定
内
の
環

境
で
使

用
設
備

に
触

れ
ず

に
あ
り
の
ま
ま
を
観

察
し
，

②
：既

設
設

備
を
復

旧
し
て
い
る
が
設

計
上
想

定
外

の
環

境
で
使
用

△
：設

計
上
想

定
外
の
環

境
で
使

用
被
害

当
初

の
状

態
を
確

認
す

る
こ
と
。

③
：未

復
旧

（復
旧
中

）の
既
設

設
備

④
：仮

設
設

備

2
.2
9

中
央
制

御
室
換

気
系

中
央
制

御
室
換

気
系

非
常
用

ガ
ス
処

理
系

6

非
常
用

ガ
ス
処

理
系

6

オ
ペ

フ
ロ
の
高

湿
度

環
境

に
よ
り
電
気

設
備
の
絶

縁
低

下
や

機
械
設

備
の
発

錆
に
至

る
（震

災
時

の
燃

料
プ
ー

ル
冷

却
機

能
喪

失
に
よ
り
，
プ
ー

ル
水

温
度

が
上

昇
し
水

蒸
気
が

発
生
）

表
－
３
　
５
・
６
号

機
　
冷
温

停
止
維

持
に
関

す
る
設
備

の
復

旧
状

況
等

に
つ
い
て

設
　
　
　
備

2
.2
8

燃
料
取

扱
系

及
び

燃
料

貯
蔵
設

備

2
.3
0

5

2
.3
2

電
源

系
統

設
備
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号
機

分
類

注
１
）

ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン

＊
）

の
結
果

（被
害
状

況
）

復
旧

プ
ロ
セ
ス

復
旧

状
況

使
用

環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

5
③

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

一
部
未

復
旧

※
１
１
）

○
※
１
１
）
未
復
旧
機
器
は
，
添
付
資
料
－
４
　
系
統
概
要
図
に
記
載
。
（
Ⅱ

.2
.3
3
　
参
照

）
設
備
の
一
部
が
未
復
旧
で
あ
る
が
，
発
生
す
る
廃
液
は
，
機
器
ド
レ
ン
系
に
て
処
理
可
能
。

6
③

設
備

が
一

部
没
水

（そ
の
他

は
異

常
な
し
）

－
未
復

旧
※
１
２
）

△
（設

備
が
一
部

没
水

※
１
２
）

※
１
２
）
未
復
旧
機
器
及
び
没
水
機
器
は
，
添
付
資
料
－
４
　
系
統
概
要
図
に
記
載
。

（
Ⅱ

.2
.3
3
　
参
照

）
発

生
す

る
廃

液
は
，
５
号

機
の
機

器
ド
レ
ン
系

に
て
処

理
可

能
。

5
・6

④
○

5
①

異
常

な
し

計
器

：点
検
・
校
正

復
旧

済
○

6
①

異
常

な
し

計
器

：点
検
・
校
正

復
旧

済
○

＊
）
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①

：既
設
設

備
を
復

旧
し
設
計

上
想

定
内
の
環
境

で
使

用
注

２
）
○
：
設
計

上
想

定
内
の
環

境
で
使

用
設
備

に
触

れ
ず

に
あ
り
の
ま
ま
を
観

察
し
，

②
：既

設
設

備
を
復

旧
し
て
い
る
が
設

計
上
想

定
外

の
環

境
で
使
用

△
：
設
計

上
想

定
外
の
環

境
で
使

用
被
害

当
初

の
状

態
を
確

認
す

る
こ
と
。

③
：未

復
旧

（復
旧
中
）の

既
設

設
備

④
：仮

設
設

備

放
射

性
液

体
廃

棄
物
処

理
系

計
測
制

御
設

備

計
測
制

御
設

備

2.
34

仮
設
設

備
（
滞
留

水
貯
留

設
備

）

表
－
４
　
５
・
６
号

機
　
冷
温

停
止
維

持
に
関

す
る
設

備
の
復

旧
状

況
等

に
つ

い
て

設
　
　
　
備

2.
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５・６号機の耐震性について 

 

1.はじめに 

  ５・６号機の使用済燃料については，使用済燃料共用プールへ搬出する計画であるが，

燃料管理の一元化を図り５・６号機全体の安全性を高めることを目的として，準備（燃

料交換機等の復旧）が整い次第，炉内の燃料を使用済燃料プールに移動させることとす

る。（別添－１ 参照）  

燃料移動にあたっては，使用する設備の本震＊）後点検評価ならびに必要に応じた補修

を実施し，健全性確認を行うものとする。また，消防車による機動的対応と併せること

で，自然災害（津波）に対する安全性確保を図る。 

   ＊）本震：平成 23 年 3 月 11 日に発生した三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震を示す。 

 

2.耐震性評価について 

使用済燃料共用プールへの燃料搬出においては，１～４号機の燃料搬出に影響を与え

ない範囲で燃料搬出を行うため，使用済燃料プールでの燃料保管が一定期間継続するこ

とが想定される。そのため，燃料貯蔵に必要な部分の耐震性評価を行っていく。表－１

に対象範囲及び評価項目を示す。（Ⅰ.1.2 参照） 

なお，冷温停止維持に必要な設備の安全性については，これまでの各設備の耐震性評

価結果ならびに点検結果等を踏まえて総合的に確認していく。 

 

 

3.現状の耐震性について 

以下に，これまでの５・６号機の耐震性評価状況を示す。これらを総合的に勘案し，

現状，基準地震動レベルの地震を受けたとしても，５・６号機の安全機能が直ちに損な

われることはないと判断している。（別添－２ 参照） 

 

対象範囲 評価項目 備考 

原子炉建屋 

天井クレーン 
・ 地震を受けても落下しないことの確認 

燃料移動作業開始前に

点検・補修を行う。 

燃料交換機 ・ 地震を受けても落下しないことの確認 
燃料移動作業開始前に

点検・補修を行う。 

燃料貯蔵設備 

・ 使用済燃料プールの構造強度評価 

・ 使用済燃料ラックの構造強度評価に基

づく貯蔵燃料の未臨界評価 

 

表－１ 耐震性評価の対象範囲と評価項目 
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(1)平成１８年耐震設計審査指針改訂への対応状況  

   ５・６号機については，主要な７施設の基準地震動Ｓｓに対する耐震性評価を行い，

「止める」「冷やす」「閉じこめる」に係る耐震安全性を確認した。それらは，取りま

とめて中間報告書として原子力安全・保安院へ提出し，その内，５号機の中間報告書

は，原子力安全・保安院および原子力安全委員会の審査が完了した。 

 

(2)本震の影響評価 

   ５号機については，耐震Ｓクラス設備全般について，本震観測記録を用いた地震応

答解析を実施し，評価対象設備の機能維持を確認した。６号機については，「止める」

「冷やす」「閉じこめる」に係る主要な設備について本震観測記録を用いた地震応答

解析を実施し，評価対象設備の機能維持を確認した。また，５・６号機そのものは，

現在に至るまで，安定的に冷温停止を維持しており，耐震安全性を確保できているも

のと判断する。 

 

(3)設計条件 

    ５・６号機は，既往地震波（エルセントロ等）の最大加速度振幅を 180Gal に基準

化した地震動を建設時建屋モデルに直接入力することで耐震設計が行われていた。こ

の耐震設計条件は，今回の本震や基準地震動と比較しても，同等以上の条件である。

それに加え，建設時設計当時は，配管の減衰定数に関するデータが少なかったことか

ら，設計に用いる減衰定数を保守的に一律 0.5%に設定しており，建設時の設定の方が

保守的であった。（現在は，サポートや保温材の施工状況に応じて 0.5%～3.0%が用い

られている） 

 

4.別添 

別添－１ 使用済燃料プールでの燃料集中管理の安全性について 

別添－２ ５・６号機 現状設備の耐震安全性について 
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使用済燃料プールでの燃料集中管理の安全性について 

 

 ５・６号機において燃料を使用済燃料プールに集中管理することに対する安全性につい

て，原子炉及び使用済燃料プールの冷却機能喪失を想定し，炉内燃料を現状のまま保管継

続した場合と使用済燃料プールに移動した場合における有効燃料頂部に至るまでの時間的

余裕の比較に基づき説明する。 

 

1.条件 

・初期温度：原子炉 40℃，使用済燃料プール 30℃。 

・崩壊熱：原子炉は炉内燃料分，使用済燃料プールは炉内燃料を全て使用済燃料プール

に移動した後の状態である炉内燃料分＋使用済燃料分の崩壊熱を考慮する。（平成 24

年 10 月 1 日時点の崩壊熱） 

・使用済燃料プールゲートは閉。 

 

2.原子炉及び使用済燃料プールの冷却機能喪失時の有効燃料頂部に至るまでの時間的余裕 

原子炉及び使用済燃料プールの冷却機能喪失時の有効燃料頂部に至るまでの時間的余

裕は表－１のとおり。 

 

 

 ５号機 ６号機 

原子炉 13 日程度 16 日程度 

使用済燃料プール 35 日程度 34 日程度 

 

3.まとめ 

冷却機能喪失時の有効燃料頂部に至るまでの時間的余裕は，炉内燃料を全て使用済燃

料プールに移動したとしても，使用済燃料プールの方が長いため，使用済燃料プールで

の集中管理は安全性向上に資するものである。 

また，万が一，自然災害（津波）を受け冷却機能が喪失した場合は，消防車による機

動的な対応を行うこととなるが，使用済燃料プールへの注水は，使用済燃料プールが大

気開放されていることから，原子炉建屋最上階（オペレーティングフロア）に消防車用

のホースを引き回すことにより，容易に注水することが可能である。 

この注水の容易性からみても，使用済燃料プールでの集中管理は安全性向上に資する

ものといえる。 

表－１ 原子炉及び使用済燃料プールの水位が有効燃料頂部 

に至るまでの時間的余裕 
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５・６号機 現状設備の耐震安全性について 

 

1.５号機 

  耐震設計審査指針改訂に伴う耐震安全性評価の一環で，「止める」「冷やす」「閉じこめ

る」に係る主要な７施設に関して基準地震動Ｓｓに対して耐震安全性を確保しているこ

とを確認した＊１。また，本震の観測記録が基準地震動Ｓｓをわずかに上回ったことに鑑

み，耐震Ｓクラス設備全般について，本震の観測記録を用いた耐震性評価を行い，本震

に対する耐震安全性を確認した＊２。さらに，本震後の設備状態把握を目的としたウォー

クダウンを実施した結果，地震に起因すると考えられる損傷事例は認められなかった。 

機器の固有周期帯（概ね 0.05～0.20 秒程度）の範囲では，建設時の耐震設計に用いら

れた応答スペクトル，または，本震の応答スペクトルが，現在の技術水準による減衰定

数を設定すれば，基準地震動Ｓｓのスペクトルを上回っている。 

なお，0.07～0.08 秒近辺で基準地震動Ｓｓのスペクトルが，建設時の耐震設計に用い

られた応答スペクトル及び本震の応答スペクトルをわずかに上回る＊３が，建設時の耐震

裕度や本震後のウォークダウンで確認した健全な設備の状態を考慮すると，プラントの

耐震安全性に影響がないものと考える。以上のことから，現状の５号機の冷温停止に関

する設備は，基準地震動Ｓｓに対しても耐震安全性を確保できるものと判断する。（図－

１ 参照） 

 

＊１：「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う耐震安全性評価に関する原子力事業者等か

らの報告等について（原子力安全・保安院 平成 20 年 3 月 31 日 別添２ 東京電力株式会社福島第一原

子力発電所及び福島第二原子力発電所 中間報告概要） 

＊２：平成 23 年東北地方太平洋沖地震の知見を考慮した原子力発電所の地震・津波の評価及び福島第一及び福島

第二原子力発電所の原子炉建屋等への影響・評価に関する中間取りまとめについて 添付２（原子力安

全・保安院 平成 24 年 2 月 16 日） 

＊３：基準地震動Ｓｓが設計条件もしくは本震を上回るのは 10％程度であるが，概ね，設計の際には許容応力が

計算応力に対して 20～30％の余裕を持っているため，安全上の問題とはならないと判断する。 

 

2.６号機 

  ５号機と同様，耐震設計審査指針改訂に伴う耐震性評価の一環で，「止める」「冷やす」

「閉じこめる」に係る主要な７施設に関して基準地震動Ｓｓに対して耐震安全性を確保

していることを確認した＊４。 

 

＊４：「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う耐震安全性評価に関する原子力事業者から

の報告について（原子力安全・保安院 平成 21 年 6 月 19 日） 
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福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所 耐震安全性評価結果中間報告書（改訂版）等の一部

修正の概要（東京電力株式会社 平成 22 年 4 月 19 日） 

 

さらに，本震の観測記録が得られたことに鑑み，同じく主要な７施設の本震の観測記

録を用いた耐震性評価を行い，本震に対する安全性を確認した＊５。また，本震後の設備

状態把握を目的としたプラントウォークダウンを実施した結果，地震に起因すると考え

られる損傷事例は認められなかった。 

機器の固有周期帯（概ね 0.05～0.20 秒程度）の範囲では，建設時の耐震設計に用いら

れた応答スペクトルが，現在の技術水準による減衰定数を設定すれば，基準地震動Ｓｓ

のスペクトルを上回っており，６号機については，個別に設備の評価を行わなくても，

現状の冷温停止に関連する設備は，基準地震動Ｓｓに対して耐震安全性を確保できるも

のと判断する。（図－１ 参照） 

 

＊５：平成 23 年東北地方太平洋沖地震の知見を考慮した原子力発電所の地震・津波の評価及び福島第一及び福島

第二原子力発電所の原子炉建屋等への影響・評価に関する中間取りまとめについて 添付２（原子力安全・

保安院 平成 24 年 2 月 16 日） 
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図－１ 床応答スペクトルの比較及び機器の固有周期帯について 

 機器の固有周期帯 

（概ね 0.05～0.20 秒程度）

 機器の固有周期帯 

（概ね 0.05～0.20 秒程度）
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2.19 ５・６号機 原子炉圧力容器 

2.19.1 系統の概要 

原子炉圧力容器は，通常運転時の温度及び圧力に十分耐えるよう設計されており，原

子炉冷却系統設備の故障等により，万が一，冷温停止が維持できなくなった場合におい

ても，冷却材圧力バウンダリを形成し，燃料棒の温度上昇を緩和することができる。 

 

［系統の現況］ 

５・６号機の原子炉圧力容器は，ベント弁が全開状態にあり大気開放状態となって

いるものの，ベント弁を除く冷却材圧力バウンダリは，構成されている。また，主蒸

気隔離弁及び主蒸気逃がし安全弁等の動作確認を実施していないが，全閉状態であり，

震災後の外観点検にて，異常がないこと及び原子炉水位の低下が発生していないこと

から冷却材圧力バウンダリは維持されていると考える。（添付資料－１，２ 参照） 

なお，冷温停止中は冷却材の温度及び原子炉圧力容器の圧力上昇は考えにくいが，

万が一，自然災害（津波）により冷温停止が維持できなくなった場合においても，ベ

ント弁を全閉状態にすることは可能であり, 消防車による機動的な対応により，燃料

損傷を回避することが可能である。（Ⅱ.2.18 参照） 

 

2.19.2 要求される機能 

原子炉圧力容器を含む冷却材圧力バウンダリからの放射性物質を含む冷却材の漏えい

が無く，冷温停止を維持することが可能であること。 

 

2.19.3 主要な機器 

(1)５号機 

a.原子炉圧力容器 

原子炉圧力容器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

(2)６号機 

 a.原子炉圧力容器 

原子炉圧力容器については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第１７回工事計画変更認可申請書(52資庁第11661号 昭和52年10月17日認

可) 

 

2.19.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 
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(1)５号機 

建設時第４回工事計画認可申請書(48公第1787号 昭和48年4月7日認可) 

工事計画認可申請書(平成11･10･12資第18号 平成11年11月30日認可) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

(2)６号機 

建設時第６回工事計画認可申請書(50資庁第8249号 昭和50年10月20日認可) 

建設時第６回工事計画変更認可申請書(51資庁第6576号 昭和51年8月4日認可) 

建設時第１７回工事計画変更認可申請書(52資庁第11661号 昭和52年10月17日認可) 

 

2.19.5 添付資料 

添付資料－１ 冷却材圧力バウンダリを構成する機器 

  添付資料－２ 冷却材圧力バウンダリ概要図 
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冷却材圧力バウンダリを構成する機器 

 

1.５号機 

(1)残留熱除去系 

残留熱除去系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認して

いる。(Ⅱ.2.22 参照) 

 

(2)炉心スプレイ系 

炉心スプレイ系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認し

ている。(Ⅱ.2.23 参照) 

 

(3)原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確

認している。(Ⅱ.2.25 参照) 

 

(4)原子炉再循環系 

原子炉再循環系の主配管・主要弁については，工事計画届出書等により確認してい

る。 

工事計画届出書(総文発官 8 第 562 号 平成 9 年 1 月 13 日届出) 

工事計画届出書(総官発 11 第 239 号 平成 11 年 9 月 30 日届出) 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第 33 号 昭和 49 年 4 月 6 日届出) 

 

(5)主蒸気系 

主蒸気系の主配管・主蒸気逃がし安全弁・主要弁については，工事計画認可申請書

等により確認している。 

建設時第９回工事計画認可申請書(48 資庁第 2745 号 昭和 48 年 11 月 19 日認可) 

工事計画認可申請書(平成 20･10･24 原第 21 号 平成 20 年 11 月 20 日認可) 

建設時第１１回工事計画変更認可申請書(49 資庁第 21842 号 昭和 50 年 3 月 4 日認

可) 

  

(6)給水系 

給水系の主配管・主要弁については，工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第 1067 号 昭和 49年 4月 26日認可) 

 

 

 

添付資料－１
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(7)高圧注水系 

高圧注水系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認してい

る。 

工事計画認可申請書(平成16･10･22原第7号 平成16年12月1日認可) 

建設時第１２回工事計画変更認可申請書(50 資庁第 2959 号 昭和 50 年 5 月 31 日認

可) 

 

(8)原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系の主配管・主要弁については，工事計画変更認可申請書等によ

り確認している。 

建設時第１２回工事計画変更認可申請書(50 資庁第 2959 号 昭和 50 年 5 月 31 日認

可) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第 237 号 昭和 50 年 6 月 20 日届出) 

 

(9)制御棒駆動系 

制御棒駆動系の主配管については，工事計画軽微変更届出書により確認している。 

(Ⅱ.2.21 参照) 

 

2.６号機 

(1)残留熱除去系 

残留熱除去系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認して

いる。（Ⅱ.2.22 参照） 

 

(2)低圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確

認している。（Ⅱ.2.23 参照) 

 

(3)原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確

認している。（Ⅱ.2.25 参照) 

 

(4)原子炉再循環系 

原子炉再循環系の主配管・主要弁については，工事計画変更認可申請書等により確

認している。 
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建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 1730 号 昭和 53 年 3 月 28 日認

可) 

建設時第１２回工事計画軽微変更届出書(総官第 263 号 昭和 52 年 5 月 25 日届出) 

 

(5)主蒸気系 

主蒸気系の主配管・主蒸気逃がし安全弁・主要弁については，工事計画変更認可申

請書等により確認している。 

建設時第１０回工事計画変更認可申請書(51資庁第 14364号 昭和 52年 1月 24日認

可) 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 1730 号 昭和 53 年 3 月 28 日認

可) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月 12日届出) 

 

(6)給水系 

給水系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50 資庁第 11083 号 昭和 50 年 10 月 23 日認可) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月 12日届出) 

 

(7)高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系の主配管・主要弁については，工事計画軽微変更届出書により

確認している。 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第 446 号 昭和 52 年 6 月 30 日届出) 

 

(8)原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確

認している。 

工事計画認可申請書(平成 21･01･07 原第 6 号平成 21 年 3 月 4 日認可) 

工事計画届出書(総官発 15 第 230 号 平成 15 年 9 月 29 日届出) 

工事計画届出書(総官発 20 第 254 号 平成 21 年 1 月 7 日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月 12日届出) 
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原子炉再循環ポンプ 
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給水系 

原子炉冷却材浄化系 

主蒸気隔離弁 

主蒸気逃がし安全弁 
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高圧注水系 

原子炉隔離時冷却系 

高圧注水系 

原子炉冷却材浄化系 

残留熱除去系

図－１ ５号機 冷却材圧力バウンダリ概要図 

＊１：残留熱除去系はＡ系運転の状態を示す。

（Ｂ系運転時は注入ラインが変更となる）

炉心スプレイ系 

残留熱除去系＊１ 

残留熱除去系

制御棒駆動系 
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残留熱除去系 

残留熱除去系 

残留熱除去系

原子炉冷却材浄化系 

原子炉再循環ポンプ 

残留熱除去系＊２

原子炉隔離時冷却系 原子炉隔離時冷却系

主蒸気系

主蒸気隔離弁 

主蒸気逃がし 
安全弁 

    

 

低圧炉心スプレイ系 

給水系 

 

図－２ ６号機 冷却材圧力バウンダリ概要図 

 

＊２：残留熱除去系はＡ系運転の状態を示す。

（Ｂ系運転時は注入ラインが変更となる）
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2.20 ５・６号機 原子炉格納施設 

2.20.1 系統の概要 

原子炉格納施設は，工学的安全施設の一つであり，原子炉格納容器設計用の想定事象

時に発生する放射性物質を原子炉格納容器で隔離し，所定の漏えい量以下に抑えること

によりその放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する機能をもつ。原子炉格納

施設は，原子炉格納容器（一次格納施設）ならびに原子炉建屋（二次格納施設）で構成

されている。 

 

(1)原子炉格納容器（一次格納施設） 

原子炉格納容器は，冷却材喪失事故のなかで，もっとも過酷な原子炉再循環配管 1

本の完全破断がおこり，破断両端口から冷却材が最大流量で放出されることを仮定し

て設計されている。その際ドライウェル圧力の上昇が抑制され，放出された放射性物

質は原子炉格納容器内に保留される。 

 

(2)原子炉建屋（二次格納施設） 

原子炉建屋の大物搬入口及び所員エアロックは，電気的にインターロックされた二

重扉になっており，その他すべての貫通部も十分シールされているので原子炉建屋は

気密性が高い。事故時には，原子炉建屋は非常用ガス処理系によって負圧に保たれる

ので，原子炉格納容器から放射性物質の漏えいがあってもこれが発電所周辺にフィル

タを通らずに直接放出されることはない。（添付資料－１ 参照） 

 

［系統の現況］ 

現状，原子炉格納容器のハッチ類は開放されており，原子炉格納容器内の機器にお

いて不具合が発生した場合，早期発見ならびに目視による確認が可能である。 

さらに，機器の点検や巡視点検の際，原子炉格納容器内へのアクセスも可能となり，

ハッチ類を閉鎖するより原子炉格納容器内機器の状況の的確な把握及び不適合が発生

した場合における対応が迅速に図られることから，ハッチ類は現状の通り開放状態を

維持する。 

また，原子炉の冷温停止では，ジルコニウム－水反応による水素の大量発生は考え

られないことから，原子炉格納容器のバウンダリを形成し窒素（窒素ガス供給系）を

封入する必要はなく，可燃性ガス濃度制御系についても必要としない。 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ-2-20-2 

2.20.2 要求される機能 

原子炉建屋は，大物搬入口及び所員エアロックを閉鎖した状態で，原子炉建屋常用換

気系または非常用ガス処理系により，負圧に維持することが可能であること。 

なお，原子炉格納容器に対するバウンダリ機能については必要としない。 

 

2.20.3 主要な機器 

(1)５号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

原子炉格納容器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１回工事計画認可申請書(46公第15243号 昭和46年12月22日認可) 

 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

原子炉建屋については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第２回工事計画認可申請書(47公第1375号 昭和47年5月12日認可) 

 

(2)６号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

原子炉格納容器については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第８回工事計画変更認可申請書(51資庁第 12459号 昭和 51年 11月 12日認

可) 

建設時第１４回工事計画変更認可申請書(52資庁第 8607号 昭和 52年 8月 23日認

可) 

 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

原子炉建屋については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１回工事計画認可申請書(47公第11995号 昭和48年3月16日認可) 

建設時第８回工事計画変更認可申請書(51資庁第 12459号 昭和 51年 11月 12日認

可) 

建設時第１４回工事計画変更認可申請書(52資庁第 8607号 昭和 52年 8月 23日認

可) 

    建設時第１回工事計画軽微変更届出書(総官第451号 昭和48年7月26日届出) 

 

2.20.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 
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 (1)５号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

建設時第１回工事計画認可申請書(46公第15243号 昭和46年12月22日認可) 

建設時第１１回工事計画変更認可申請書(49資庁第21842号 昭和50年3月4日認可) 

建設時第１２回工事計画変更認可申請書(50資庁第2959号 昭和50年5月31日認可) 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書(52資庁第519号 昭和52年3月1日認可) 

建設時第２６回工事計画変更認可申請書(52資庁第1839号 昭和52年3月29日認可) 

建設時第１回工事計画軽微変更届出書(総官第829号 昭和47年11月9日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

建設時第１回工事計画認可申請書(46公第15243号 昭和46年12月22日認可) 

建設時第２回工事計画認可申請書(47公第1375号 昭和47年5月12日認可) 

 

(2)６号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

建設時第１回工事計画認可申請書(47公第11995号 昭和48年3月16日認可) 

建設時第３回工事計画変更認可申請書(49資庁第18331号 昭和49年10月14日認可) 

建設時第８回工事計画変更認可申請書(51資庁第12459号 昭和51年11月12日認可) 

建設時第２回工事計画軽微変更届出書(総官第57号 昭和49年4月15日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1193号 昭和50年2月26日届出) 

 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

建設時第１回工事計画認可申請書(47公第11995号 昭和48年3月16日認可) 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可) 

建設時第５回工事計画軽微変更届出書(総官第70号 昭和50年4月17日届出) 

 

2.20.5 添付資料 

  添付資料－１ 原子炉建屋（二次格納施設）について 

 

 



 
 
 

添付資料－１ 

Ⅱ-2-20-添 1-1 

原子炉建屋（二次格納施設）について 

 

二次格納施設である原子炉建屋の大物搬入口及び所員エアロックは，電気的にインタ

ーロックされた二重扉であり，原子炉建屋の気密性維持については，その設計・機能に

変わりないことを，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付

書類八により確認している。 



2.21 ５・６号機 制御棒及び制御棒駆動系 

2.21.1 系統の概要 

制御棒及び制御棒駆動系は，原子炉の出力制御及び反応度補償として制御棒の位置調整，

原子炉スクラムとして制御棒を炉心内に急速に挿入する機能をもつ。 

制御棒は，炉心の最大過剰反応度を十分制御出来るよう５号機で137本，６号機で185

本設置されている。 

制御棒駆動系は，制御棒駆動機構，制御棒駆動水圧系，水圧制御ユニット及びスクラム

排出容器等にて構成され，通常の運転操作に必要な速度で制御棒を炉心に挿入（あるいは

引抜き）すると共に，緊急時は急速に制御棒を原子炉内に挿入するスクラム動作を行う。 

 

［系統の現況］ 

５・６号機は制御棒の全数が全挿入状態，水圧制御ユニットの弁（手動弁）は全数が

全閉であり，制御棒は動作できない状態（原子炉の臨界未満の維持）となっている。 

また，５・６号機の制御棒駆動水ポンプは復旧済みであるが，冷温停止を維持するた

めに必要な系統ではないこと及び水圧制御ユニットの弁（手動弁）は全数が全閉である

ことから，系統機能としては復旧していない。なお，燃料移動時には健全性を確認しな

がら制御棒駆動系の系統機能を復旧する。（添付資料－１ 参照） 

 

2.21.2 要求される機能 

制御棒を全挿入位置で保持し，原子炉を臨界未満に維持できること。 

 

2.21.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.制御棒 

制御棒については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(平成13･09･17原第4号 平成13年11月13日認可) 

 

b.制御棒駆動機構 

制御棒駆動機構については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(55資庁第1815号 昭和55年5月2日認可) 

 

c.制御棒駆動水圧系 

(a)制御棒駆動水フィルタ 

制御棒駆動水フィルタについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認

している。 
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建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

(b)制御棒駆動水ポンプ 

制御棒駆動水ポンプについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認し 

ている。 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1068号 昭和51年12月7日届出) 

 

d.水圧制御ユニット 

水圧制御ユニットについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(58資庁第10951号 昭和58年8月15日認可) 

 

e.スクラム排出容器 

スクラム排出容器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(57資庁第9133号 昭和57年6月18日認可) 

 

f.主配管 

  主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(54資庁第329号 昭和54年2月28日認可) 

工事計画認可申請書(57資庁第9133号 昭和57年6月18日認可) 

工事計画認可申請書(平成11･09･30資第25号 平成11年11月5日認可) 

建設時第２７回工事計画軽微変更届出書(総官第1503号 昭和52年3月26日届出) 

 

(2)６号機 

a.制御棒 

制御棒については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(平成11･03･05資第80号 平成11年3月31日認可) 

 

b.制御棒駆動機構 

制御棒駆動機構については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出) 
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c.制御棒駆動水圧系 

(a)制御棒駆動水フィルタ 

制御棒駆動水フィルタについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認

している。 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

 

(b)制御棒駆動水ポンプ 

制御棒駆動水ポンプについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認し

ている。 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出)  

 

d.水圧制御ユニット  

水圧制御ユニットについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(57資庁第14343号 昭和57年10月15日認可) 

工事計画認可申請書(60資庁第2373号 昭和60年3月26日認可) 

 

e.スクラム排出容器 

スクラム排出容器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(57資庁第14343号 昭和57年10月15日認可) 

 

f.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(57資庁第14343号 昭和57年10月15日認可) 

工事計画認可申請書(平成15･08･28原第13号 平成15年10月3日認可) 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

 

2.21.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

建設時第１０回工事計画認可申請書(49資庁第478号 昭和49年4月8日認可) 

工事計画認可申請書(54資庁第329号 昭和54年2月28日認可) 

工事計画認可申請書(57資庁第5283号 昭和57年4月16日認可) 

工事計画認可申請書(57資庁第9133号 昭和57年6月18日認可) 

工事計画認可申請書(58資庁第10951号 昭和58年8月15日認可) 
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工事計画認可申請書(元資庁第373号 平成元年2月10日認可) 

工事計画認可申請書(2資庁第7778号 平成2年7月2日認可) 

工事計画認可申請書(平成11･09･30資第25号 平成11年11月5日認可) 

工事計画認可申請書(平成13･09･17原第4号 平成13年11月13日認可) 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(49資庁第4376号 昭和49年6月12日認可) 

建設時第１７回工事計画変更認可申請書(51資庁第5782号 昭和51年6月21日認可) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1068号 昭和51年12月17日届出) 

建設時第２７回工事計画軽微変更届出書(総官第1503号 昭和52年3月26日届出) 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書(総官第303号 昭和52年5月30日届出) 

 

(2)６号機 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51年4月8日認可) 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

工事計画認可申請書(57資庁第14343号 昭和57年10月15日認可) 

工事計画認可申請書(58資庁第17157号 昭和59年1月20日認可) 

工事計画認可申請書(59資庁第2198号 昭和59年3月27日認可) 

工事計画認可申請書(60資庁第2373号 昭和60年3月26日認可) 

工事計画認可申請書(元資庁第7984号 平成元年9月7日認可) 

工事計画認可申請書(平成10･03･10資第29号 平成10年3月25日認可) 

工事計画認可申請書(平成11･03･05資第80号 平成11年3月31日認可) 

工事計画認可申請書(平成15･08･28原第13号 平成15年10月3日認可) 

建設時第２７回工事計画変更認可申請書(54資庁第3549号 昭和54年5月24日認可) 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出) 

 

2.21.5 添付資料 

添付資料－１ ５・６号機 制御棒駆動系の一部未復旧期間における臨界未満の維持に

ついて 

添付資料－２ 系統概要図 



 
 
 

添付資料－１ 

 

５・６号機 制御棒駆動系の一部未復旧期間における臨界未満の維持について 

 

 ５・６号機は制御棒の全数が全挿入状態，水圧制御ユニットの弁（手動弁）は全数が全

閉，かつ意図せず操作できない管理となっている。これに加え，制御棒駆動機構は一度挿

入動作をしない限り，機械的に引抜き動作ができない構造であることから，制御棒が引抜

かれることはない。 

 

 また，この状態において，最大価値を有する制御棒 1 本が引抜かれた場合でも，下記に

より，原子炉が臨界にならない。 

 

・震災当時は定期検査期間中であり，原子炉停止余裕検査にて最大価値を有する制御棒 

1 本を引抜き，原子炉が臨界にならないことを確認していること。 

 

・震災後から現在に至るまで炉心変更（炉内燃料の配置変更）を行っていないことから，

上記の停止余裕は有効であると判断できること。 
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添付資料－２ 
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図－１ ５号機 制御棒駆動系 系統概要図 
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図－２ ６号機 制御棒駆動系 系統概要図 
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2.22 ５・６号機 残留熱除去系 

2.22.1 系統の概要 

残留熱除去系は，原子炉停止後の炉心の崩壊熱及び原子炉圧力容器・配管・冷却材中の

保有熱を除去，原子炉冷却材喪失時等の炉心冷却等を行う。 

残留熱除去系は，2 系列（６号機は 3 系列）からなり，2 基の熱交換器，4 台のポンプ

（６号機は 3 台）及び 4台の海水ポンプ等から構成されている。 

この系は，その運転方法により，原子炉停止時冷却モード，低圧注水モード，格納容器

冷却モード（６号機は格納容器スプレイ冷却モード）ならびに使用済燃料プール水の冷却

及び補給の各機能を有する。（Ⅱ.2.27 参照） 

 

［系統の現況］ 

残留熱除去系の系統機能は復旧済みであり，残留熱除去海水系ポンプ（５号機：4 台，

６号機：4 台）は５・６号機各 1 台（予備は各 3 台）の運転により，原子炉の安定的な

冷温停止を維持している。また，運転中に当該ポンプが故障した場合は，予備のポンプ

1 台を起動する（切り替える）ことによって原子炉の冷却は維持可能である。 

しかしながら，震災の津波により取水路内に流入した瓦礫類を完全に除去出来ていな

い可能性があることから，取水口の点検中（当該ポンプの半数である 2台が使用できな

い状況）において，運転中のポンプに何らかの不適合が発生した場合は，予備ポンプが

ない状態となる。 

このため，冷温停止の維持に影響を及ぼす当該ポンプに不適合が発生した場合に備え，

震災時に実績のある仮設水中ポンプを配備し，残留熱除去海水系の信頼性向上を図って

いる。 

また，残留熱除去海水系配管の一部には，トレンチ内で津波による没水部位があり，

設備の健全性は系統流量や温度監視により確認できるものの，長期的には設備に支障を

きたす可能性は否定できないことから，没水配管における健全性評価及び漏えいが発生

した場合に備えた諸方策の検討を実施している。（添付資料－１ 参照） 

 

2.22.2 要求される機能 

残留熱除去系は原子炉停止時に崩壊熱の除去機能（原子炉停止時冷却モード）を有し，

冷温停止を維持出来ること。また，使用済燃料プール内の崩壊熱を除去できること。 

なお，冷温停止においては格納容器冷却モード（６号機は格納容器スプレイ冷却モード）

の機能は必要としておらず，低圧注水モードについては，Ⅱ.2.23 参照。 
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2.22.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

b.ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可） 

 

c.熱交換器 

熱交換器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

d.ポンプ（残留熱除去海水系） 

ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

  e.ストレーナ（残留熱除去海水系） 

ストレーナについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

 

f.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(平成16･10･18原第7号 平成16年11月30日認可) 

工事計画認可申請書(平成16･10･22原第7号 平成16年12月1日認可) 

    工事計画認可申請書(平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可) 

工事計画認可申請書(平成21･06･26原第17号 平成21年7月13日認可) 

    工事計画届出書(総官発21第88号 平成21年6月26日届出) 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 
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g.主要弁 

主要弁については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

 

  h.仮設水中ポンプ(残留熱除去海水系） 

    仮設水中ポンプについては，以下の工事の届出書により確認している。 

    電気事業法第４７条第４項による工事の届出書(総管発24第245号 平成24年11月8

日届出） 

 

(2)６号機 

a.ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

b.ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可） 

 

c.熱交換器 

熱交換器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(平成15･12･09原第9号 平成16年3月8日認可) 

 

d.ポンプ（残留熱除去海水系） 

ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

e.ストレーナ（残留熱除去海水系） 

ストレーナについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53資庁第1730号 昭和53年3月28日認可) 

 

f.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(平成16･01･29原第13号 平成16年4月7日認可) 

工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可) 

工事計画届出書(総文発官6第605号 平成6年10月4日届出) 

工事計画届出書(総官発15第230号 平成15年9月29日届出) 
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建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出) 

 

g.主要弁 

主要弁については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

h.仮設水中ポンプ（残留熱除去海水系） 

    仮設水中ポンプについては，以下の工事の届出書により確認している。 

    電気事業法第４７条第４項による工事の届出書(総管発24第245号 平成24年11月8

日届出） 

 

2.22.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

工事計画認可申請書(平成16･10･18原第7号 平成16年11月30日認可) 

工事計画認可申請書(平成16･10･22原第7号 平成16年12月1日認可) 

工事計画認可申請書(平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可) 

工事計画認可申請書(平成21･06･26原第17号 平成21年7月13日認可) 

工事計画届出書(総官発21第88号 平成21年6月26日届出) 

建設時第３回工事計画軽微変更届出書(総官第923号 昭和48年10月30日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１０回工事計画軽微変更届出書(総官第919号 昭和49年11月18日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第1102号 昭和51年3月17日届出) 

 

(2)６号機 

建設時第３回工事計画認可申請書(49資庁第17943号 昭和49年11月12日認可) 

建設時第５回工事計画認可申請書(50資庁第4675号 昭和50年6月5日認可) 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51年4月8日認可) 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 
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工事計画認可申請書(平成12･12･19資第37号 平成12年12月27日認可) 

工事計画認可申請書(平成16･01･29原第13号 平成16年4月7日認可) 

工事計画認可申請書(平成15･12･09原第9号 平成16年3月8日認可) 

工事計画認可申請書(平成19･07･04原第6号 平成19年9月11日認可) 

建設時第１０回工事計画変更認可申請書(51資庁第14364号 昭和52年1月24日認可) 

建設時第１１回工事計画変更認可申請書(52資庁第5413号 昭和52年6月16日認可) 

建設時第２４回工事計画変更認可申請書(53資庁第9792号 昭和53年8月25日認可) 

建設時第２７回工事計画変更認可申請書(54資庁第3549号 昭和54年5月24日認可) 

工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可) 

工事計画届出書(総文発官6第605号 平成6年10月4日届出) 

工事計画届出書(総官発15第230号 平成15年9月29日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1193号 昭和50年2月26日届出) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出) 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

 

2.22.5 添付資料 

  添付資料－１ 残留熱除去海水系の一部没水配管における健全性評価について 

添付資料－２ 系統概要図 

   



 
 
 

添付資料－１ 
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残留熱除去海水系の一部没水配管における健全性評価について 

 

残留熱除去海水系配管は，材質が炭素鋼であるが，腐食防止のために表面塗装が施され

ており，塗装が健全であれば外面腐食を防止できる。しかしながら現状，トレンチ内に海

水が溜まっており配管の状態が確認できないことから，塗装がはく離し腐食する可能性が

ある。なお，配管の内側はライニング処理により腐食がないものとし，ここでは，外面か

らの配管の腐食について評価する。 

まず，５号機及び６号機の工事計画軽微変更届出書では，配管の肉厚（５号機：11.7mm，

６号機：11.1mm）及び必要肉厚（５号機：7.8mm，６号機：8.1mm）の記載＊１がある。これ

までは，計画的な点検により表面状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施し健全性を

維持している。 

しかしながら，配管が海水中に一部没水しているため外面からの腐食が進む可能性があ

る。そのため，必要肉厚を下回るのにどの程度の時間的余裕があるか評価した。 

ここで，塗装のはく離及び飛沫帯がある状態を想定する。腐食防食データブック＊２によ

れば，海水中では腐食速度は 0.1mm/年，飛沫帯では 0.3mm/年と報告されているため，水面

からの飛沫があると仮定し腐食速度は 0.3mm/年とする。 

その結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は５号機で約 13 年，６号機で約 10 年

となると予測される。 

＊１：以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

５号機：建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

６号機：建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

＊２：腐食防食協会編；腐食防食データブック, 丸善, p. 49 (1995). 
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図－１ ５号機 残留熱除去系 系統概要図 
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＊使用済燃料プール
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図－２ ６号機 残留熱除去系 系統概要図 

仮設水中ポンプ 

 

使用済燃料プールへ 

＊使用済燃料プール

の冷却時に使用 

使用済燃料プールから 

---：通常未接続でどちら

へも接続可能 

ストレーナ（残留熱除去海水系） ストレーナ（残留熱除去海水系） 

 

ポンプ 

（残留熱除去海水系）

原子炉隔離時冷却系から 

MO 



2.23 ５・６号機 非常用炉心冷却系 

2.23.1 系統の概要 

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失時の燃料の重大な損傷を防止し，ジルコニウム－水

反応を極力抑え，崩壊熱を長期に亘って除去する機能を持ち，炉心スプレイ系（６号機

は低圧炉心スプレイ系），低圧注水系等で構成されている。 

 

(1)５号機 

a.炉心スプレイ系 

原子炉再循環配管の破断のような冷却材喪失時に，非常用電源系に結ばれた電動

機駆動ポンプによりサプレッション・プールの水を炉心上部より炉心にスプレイし

て，燃料の過熱を防止する。 

 

b.低圧注水系（低圧注水モード） 

原子炉再循環配管の破断のような冷却材喪失時に，非常用電源系に結ばれた電動

機駆動ポンプによりサプレッション・プールの水を炉心へ注水し，炉心を水浸けに

して，燃料の過熱を防止する。 

 

c.高圧注水系 

1 次系配管の中小破断時に，蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵タンクの水あ

るいはサプレッション・プールの水を炉心へ注水して,燃料の過熱を防止する。 

 

d.自動減圧系 

主蒸気逃がし安全弁が作動すれば，原子炉再循環配管の破断のような冷却材喪失

時に原子炉蒸気をサプレッション・プールへ逃がして，原子炉圧力を速やかに低下

させて炉心スプレイ系あるいは低圧注水系による注水を早期に可能とする。 

 

(2)６号機 

a.低圧炉心スプレイ系 

原子炉再循環配管の破断のような冷却材喪失時に，非常用電源系に結ばれた電動

機駆動ポンプによりサプレッション・プールの水を炉心上部より炉心にスプレイし

て，燃料の過熱を防止する。 

 

b.低圧注水系（低圧注水モード） 

原子炉再循環配管の破断のような冷却材喪失時に，非常用電源系に結ばれた電動

機駆動ポンプによりサプレッション・プールの水を炉心へ注水し，炉心を水浸けに

して，燃料の過熱を防止する。 
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c.高圧炉心スプレイ系 

原子炉再循環配管の破断のような冷却材喪失時に，専用の非常用電源を有してい

る電動機駆動ポンプにより，復水貯蔵タンクあるいはサプレッション・プールの水

を炉心上部より炉心にスプレイして，燃料の過熱を防止する。 

 

d.自動減圧系 

主蒸気逃がし安全弁が作動すれば，原子炉再循環配管の破断のような冷却材喪失

時に原子炉蒸気をサプレッション・プールへ逃がして，原子炉圧力を速やかに低下

させて低圧炉心スプレイ系あるいは低圧注水系による注水を早期に可能とする。 

 

［系統の現況］ 

非常用炉心冷却系の系統機能は復旧済みである。（下記を除く） 

現在，５・６号機は制御棒が全挿入，かつ燃料の冷却が維持されていることから，

原子炉圧力容器の圧力は高圧になることはなく，５号機の高圧注水系（高圧注水機能），

６号機の高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイ機能），自動減圧系（原子炉減圧機能）

については必要としない。これらの設備については復旧していないが，外観点検上問

題がないことは確認しており，今後は必要に応じて動作可能である状態に復旧してい

くこととする。 

なお，６号機の高圧炉心スプレイ系については注水機能に期待できるが，原子炉圧

力容器の圧力が低圧であれば，他の非常用炉心冷却系及び復水補給水系にて原子炉圧

力容器への注水は十分可能である。（添付資料－１ 参照） 

また，非常用炉心冷却系のポンプ冷却は，残留熱除去海水系により供給される海水

によって行われる。（Ⅱ.2.22 参照） 

 

2.23.2 要求される機能 

冷却材の流出に対する低圧注水機能として，次に示す非常用炉心冷却系のうち，５・

６号機それぞれ最大 2系列が動作可能であること。 

５号機：炉心スプレイ系（2 系列），低圧注水系（4 系列） 

６号機：低圧炉心スプレイ系（1 系列），低圧注水系（3 系列） 

 

2.23.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 
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(1)５号機 

a.炉心スプレイ系 

(a)ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

      建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

(b)ストレーナ 

    ストレーナについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可) 

 

(c)主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

工事計画認可申請書(平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可) 

建設時第１５回工事計画変更認可申請書(50資庁第14309号 昭和51年2月28日

認可) 

 

(d)主要弁 

主要弁については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

b.低圧注水系 

(a)ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

(b)ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可) 

 

(c)主配管 

    主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(平成16･10･18原第7号 平成16年11月30日認可) 

工事計画認可申請書(平成16･10･22原第7号 平成16年12月1日認可) 

工事計画認可申請書(平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可) 

工事計画認可申請書(平成21･06･26原第17号 平成21年7月13日認可) 
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工事計画届出書(総官発21第88号 平成21年6月26日届出) 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

 

(d)主要弁 

    主要弁については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

 

   (e)ポンプ（残留熱除去海水系） 

      ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

(f)ストレーナ（残留熱除去海水系） 

      ストレーナについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

 

(g)主配管（残留熱除去海水系） 

主配管については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

 

(2)６号機 

a.低圧炉心スプレイ系 

(a)ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

(b)ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可) 

 

(c)主配管 

主配管については，以下の工事計画変更認可申請書等により確認している。 

工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

 

 

Ⅱ-2-23-4 



(d)主要弁 

    主要弁については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

  b.低圧注水系 

(a)ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

(b)ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

      工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可) 

 

(c)主配管 

    主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(平成16･01･29原第13号 平成16年4月7日認可) 

工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可) 

工事計画届出書(総官発15第230号 平成15年9月29日届出) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届

出) 

 

(d)主要弁 

主要弁については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

(e)ポンプ（残留熱除去海水系） 

ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

(f)ストレーナ（残留熱除去海水系） 

ストレーナについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53資庁第1730号 昭和53年3月28日認

可) 
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(g)主配管（残留熱除去海水系） 

主配管については，以下の工事計画届出書等により確認している。 

工事計画届出書(総文発官6第605号 平成6年10月4日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届

出) 

 

2.23.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

a.炉心スプレイ系 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

工事計画認可申請書(平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可) 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第１５回工事計画変更認可申請書(50資庁第14309号 昭和51年2月28日認可) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

 

b.低圧注水系 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

工事計画認可申請書(平成16･10･18原第7号 平成16年11月30日認可) 

工事計画認可申請書(平成16･10･22原第7号 平成16年12月1日認可) 

工事計画認可申請書(平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可) 

工事計画認可申請書(平成21･06･26原第17号 平成21年7月13日認可) 

工事計画届出書(総官発21第88号 平成21年6月26日届出) 

建設時第３回工事計画軽微変更届出書(総官第923号 昭和48年10月30日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１０回工事計画軽微変更届出書(総官第919号 昭和49年11月18日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第1102号 昭和51年3月17日届出) 
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(2)６号機 

a.低圧炉心スプレイ系 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

工事計画認可申請書(平成19･07･04原第6号 平成19年9月11日認可) 

工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出) 

 

b.低圧注水系 

建設時第３回工事計画認可申請書(49資庁第17943号 昭和49年11月12日認可) 

建設時第５回工事計画認可申請書(50資庁第4675号 昭和50年6月5日認可) 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51年4月8日認可) 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

工事計画認可申請書(平成16･01･29原第13号 平成16年4月7日認可) 

工事計画認可申請書(平成19･07･04原第6号 平成19年9月11日認可) 

建設時第１０回工事計画変更認可申請書(51資庁第14364号 昭和52年1月24日認可) 

建設時第１１回工事計画変更認可申請書(52資庁第5413号 昭和52年6月16日認可) 

建設時第２４回工事計画変更認可申請書(53資庁第9792号 昭和53年8月25日認可) 

建設時第２７回工事計画変更認可申請書(54資庁第3549号 昭和54年5月24日認可) 

工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可) 

工事計画届出書(総文発官6第605号 平成6年10月4日届出) 

工事計画届出書(総官発15第230号 平成15年9月29日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1193号 昭和50年2月26日届出) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出)  

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出) 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

 

2.23.5 添付資料 

添付資料－１ ６号機 高圧炉心スプレイ系（ポンプ，非常用ディーゼル発電機，直

流電源装置を含む）の未復旧期間における注水機能の維持について 

添付資料－２ 系統概要図 



 

 

 

添付資料－１ 

 

６号機 高圧炉心スプレイ系（ポンプ，非常用ディーゼル発電機，直流電源装置を含む） 

の未復旧期間における注水機能の維持について 

 

万が一，冷却材圧力バウンダリが高圧状態となり，冷却材圧力バウンダリを構成する配

管あるいはこれに付随する機器等が破損した場合には，冷却材が系外に流出する。この場

合，冷却水が補給できないと炉心冷却能力が低下し，燃料損傷に至る可能性がある。 

しかしながら，６号機については，以下の措置を講じていることから，冷却材圧力バウ

ンダリが高圧状態に至ることはなく，万が一，冷却材の大規模な流出に際して，高圧炉心

スプレイ系が未復旧であっても，他の非常用炉心冷却系（自動減圧系を除く）2系列，また

は，他の非常用炉心冷却系（自動減圧系を除く）1 系列及び復水補給水系 1 系列のどちらか

により注水機能は十分確保されているため，燃料損傷に至るリスクは小さい。 

 

・制御棒の全数が全挿入状態，水圧制御ユニットの弁（手動弁）は全数が全閉，かつ意

図せず操作できない管理となっている。これに加え，制御棒駆動機構は一度挿入動作

をしない限り，機械的に引抜き動作ができない構造であることから，制御棒が引抜か

れることはない。 

 

・自然災害（津波）により残留熱除去海水系ポンプが機能喪失し，全交流電源が喪失し

た場合においても，高台に配備している電源車及び消防車により，原子炉注水機能を

維持できる。（Ⅱ.2.18 参照） 
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原子炉 

ポンプ 
（残留熱除去海水系） 

：通常未接続でどちら

へも接続可能 
 

低圧注水系は，A・B両系

から注入可能である。 

図－２ ５号機 非常用炉心冷却系（低圧注水系） 系統概要図

仮設水中ポンプ 

ポンプ 
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使用済燃料プールへ 

＊使用済燃料プール

の冷却時に使用 

使用済燃料プールから 
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ドライウェル 

原子炉 

ポンプ 

サプレッション・プール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：空気作動 ＡＯ 

ＭＯ ：電動機作動 

図－３ ６号機 非常用炉心冷却系（低圧炉心スプレイ系） 系統概要図 
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ポンプ 

使用済燃料プールから 

サプレッション・プール

ドライウェル 

原子炉隔離時冷却系から 

原子炉 

使用済燃料プールへ 

＊使用済燃料プール

の冷却時に使用 

 

 
仮設水中ポンプ 

ストレーナ（残留熱除去海水系） ストレーナ（残留熱除去海水系）

ポンプ 
（残留熱除去海水系） 

：通常未接続でどちら

へも接続可能 

図－４ ６号機 非常用炉心冷却系（低圧注水系） 系統概要図
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2.24 ５・６号機 復水補給水系 

2.24.1 系統の概要 

復水補給水系は，各建屋に設置される機器等に対し，必要な容量及び圧力を有する復

水を，復水貯蔵タンクから復水移送ポンプにて供給する。 

また，上記の給水以外に残留熱除去系，燃料プール冷却浄化系，非常用炉心冷却系及

び制御棒駆動系等で，必要とする水源を有する。 

 

［系統の現況］ 

   復水補給水系の系統機能は，復旧済みである。 

 

2.24.2 要求される機能 

原子炉及び使用済燃料プールに復水貯蔵タンクから復水補給水を供給する機能を有す

ること。 

 

2.24.3 主要な機器 

(1)５号機 

a.復水移送ポンプ 

復水移送ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

 

b.復水貯蔵タンク 

復水貯蔵タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１０回工事計画軽微変更届出書(総官第919号 昭和49年11月18日届出) 

 

c.主配管 

主配管については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１０回工事計画軽微変更届出書(総官第919号 昭和49年11月18日届出) 

 

(2)６号機 

a.復水移送ポンプ 

復水移送ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書等により確認してい

る。 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 
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b.復水貯蔵タンク 

復水貯蔵タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

 

c.主配管 

主配管については，以下の工事計画変更認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出) 

 

2.24.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(49資庁第4376号 昭和49年6月12日認可) 

建設時第３回工事計画軽微変更届出書(総官第923号 昭和48年10月30日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１０回工事計画軽微変更届出書(総官第919号 昭和49年11月18日届出) 

 

(2)６号機 

建設時第５回工事計画認可申請書(50資庁第4675号 昭和50年6月5日認可) 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出) 
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2.25 ５・６号機 原子炉冷却材浄化系 

2.25.1 系統の概要 

原子炉冷却材浄化系は，冷却材の純度を高く維持するためのものであって，この系統は，

原子炉再循環系から冷却材の一部を抜き出し，連続的に冷却材の浄化を行うものである。 

原子炉冷却材浄化系は，熱交換器（再生・非再生），循環ポンプ及びろ過脱塩器等から

構成されている。 

なお，循環ポンプを運転するには制御棒駆動水ポンプからのパージ水が必要であり，こ

のパージ水は原子炉内へ戻される。 

 

［系統の現況］ 

５号機は，原子炉冷却材浄化系による冷却材の浄化は可能であるが，循環ポンプは， 

2 台のうち 1台が未復旧である。未復旧のポンプは，震災時の電源喪失により停止した

ものの，ポンプ内部へクラッドが混入している可能性があるため，点検を行った後，運

転状態を確認し復旧する。（添付資料－１ 参照） 

６号機は，系統機能が復旧され運転可能な状態となっている。 

なお，５・６号機共に，ポンプの運転による余剰水の増加が懸念されることから，冷

却材の水質の状況に応じて運転する。 

 

2.25.2 要求される機能 

冷却材を浄化する機能を有すること。 

 

2.25.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.再生熱交換器 

再生熱交換器については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官4第351号 平成4年7月27日届出) 

 

b.非再生熱交換器 

非再生熱交換器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

 

c.循環ポンプ 

循環ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(平成14･12･20原第10号 平成15年1月27日認可)
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d.ろ過脱塩器 

ろ過脱塩器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

 

e.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(平成16･10･18原第7号 平成16年11月30日認可，総発官16第444

号 平成17年1月24日一部補正) 

建設時第１７回工事計画変更認可申請書(51資庁第5782号 昭和51年6月21日認可) 

工事計画届出書(総官発14第375号 平成14年12月20日届出) 

 

f.主要弁 

主要弁については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第１７回工事計画変更認可申請書(51資庁第5782号 昭和51年6月21日認可) 

 

 (2)６号機 

a.再生熱交換器 

再生熱交換器については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官3第1242号 平成4年2月13日届出) 

 

b.非再生熱交換器 

非再生熱交換器については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第１０回工事計画変更認可申請書(51資庁第14364号 昭和52年1月24日認可) 

 

c.循環ポンプ 

循環ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(5資庁第6407号 平成5年6月15日認可) 

 

d.ろ過脱塩器 

ろ過脱塩器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

 

e.主配管  

主配管については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号昭和53年8月31日届出) 
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f.主要弁 

主要弁については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号昭和53年8月31日届出) 

 

2.25.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

工事計画認可申請書(平成14･12･20原第10号 平成15年1月27日認可) 

工事計画認可申請書(平成16･10･18原第7号 平成16年11月30日認可) 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第１７回工事計画変更認可申請書(51資庁第5782号 昭和51年6月21日認可) 

工事計画届出書(総文発官4第351号 平成4年7月27日届出) 

工事計画届出書(総官発14第375号 平成14年12月20日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第603号 昭和51年9月9日届出) 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書(総官第303号 昭和52年5月30日届出) 

 

(2)６号機 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51年4月8日認可) 

工事計画認可申請書(5資庁第6407号 平成5年6月15日認可) 

建設時第１０回工事計画変更認可申請書(51資庁第14364号 昭和52年1月24日認可) 

工事計画届出書(総文発官3第1242号 平成4年2月13日届出) 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出) 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出) 

 

2.25.5 添付資料 

  添付資料－１ ５号機 原子炉冷却材浄化系の一部未復旧期間における冷却材の水質

維持について 

添付資料－２ 系統概要図 



 
 
 

添付資料－１ 

Ⅱ-2-25-添 1-1 

 

５号機 原子炉冷却材浄化系の一部未復旧期間における冷却材の水質維持について 

 

震災以降，冷却材の導電率は概ね 4～5μS/cm 程度で推移しており，水質は有意な変化の

ない状態を維持しているため，今後短期間で水質が急速に悪化することは考えにくい。ま

た，原子炉冷却材浄化系の循環ポンプ 1 台が未復旧であっても，復旧しているポンプ 1 台

による冷却材の浄化ができることから，水質の維持は可能である。 

なお，現在の復水補給水系にて原子炉への注水（冷却材の希釈）を行うことによる水質

の改善も可能である。 
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2.26 ５・６号機 原子炉建屋常用換気系 

2.26.1 系統の概要 

原子炉建屋常用換気系は，建屋内に加熱あるいは冷却した清浄な空気を供給し建屋内

の雰囲気温度を調整すると共に，これら供給空気の流れを適切に保ち，建屋内の清浄区

域汚染を防止する。 

原子炉建屋常用換気系は，他の換気系とは独立になっており，空気供給系と排気系を

備え，それぞれ 100％容量のファン 2 台（1 台は予備）をもっている。また，差圧制御器

により，出口弁を調整し，原子炉建屋内はわずかに負圧に保たれている。排気空気は，

フィルタを通じて主排気筒から大気中へ放出される。（添付資料－１ 参照） 

換気用の原子炉建屋入口及び出口ダクトには，それぞれ2個の空気作動隔離弁があり，

原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，非常用ガス処理系が自動

起動することで放射性物質の系外放出を防ぐ。 

 

［系統の現況］ 

原子炉建屋常用換気系は，建屋内の作業環境維持や機器類保護のため，現在換気運

転をしている。また，建屋の負圧を維持しつつ放射性物質の系外放出を防止しなくて

はならないことから，震災後，建屋の給排気ケーシング内に高性能フィルタを設置し

ている。（高性能フィルタは放射性物質の捕集効率が高いが，その能力を発揮するため

に当該系統の風量を定格値の 70％程度で運転する） 

 

2.26.2 要求される機能 

原子炉建屋の負圧を維持しつつ，機器類保護等のために建屋の換気を行えること。 

 

2.26.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.送風機 

送風機については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

工事計画届出書(総文発官2第166号 平成2年6月5日届出)  

 

b.排風機・パージ用排気ファン 

排風機・パージ用排気ファンについては，以下の工事計画認可申請書等により確

認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

工事計画届出書(総文発官2第166号 平成2年6月5日届出)  
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(2)６号機 

a.送風機 

送風機については，以下の工事計画変更認可申請書等により確認している。 

工事計画変更認可申請書(52資庁第8607号 昭和52年8月23日認可) 

工事計画届出書(総文発官元第312号 平成元年8月25日届出)  

 

b.排風機・パージ用排気ファン 

排風機・パージ用排気ファンについては，以下の工事計画変更認可申請書により

確認している。 

工事計画変更認可申請書(52資庁第8607号 昭和52年8月23日認可) 

 

2.26.4 添付資料 

添付資料－１ 主排気筒について 

添付資料－２ 系統概要図 



 
 
 

添付資料－１ 
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主排気筒について 

 

５・６号機共用である主排気筒については，以下の工事計画変更認可申請書により確認

している。 

５号機：建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可) 
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2.27 ５・６号機 燃料プール冷却浄化系 

2.27.1 系統の概要 

燃料プール冷却浄化系は，燃料プール冷却浄化系，原子炉補機冷却系，補機冷却海水

系で構成されており，使用済燃料からの崩壊熱の除去及び使用済燃料プールの水の純度

を保ち，遮へい（燃料上部に十分な水深を確保すること）を維持している。 

燃料プール冷却浄化系の循環ポンプの吸込みラインは，使用済燃料プールに隣接する

スキマサージタンクに接続されているため，この系の破断時にも使用済燃料プールの水

は流出しない。（添付資料－１ 参照） 

 

［系統の現況］ 

燃料プール冷却浄化系の系統機能は，復旧済みである。 

しかし，補機冷却海水系配管の一部には，タービン建屋トレンチ内で津波による没

水部位があり，設備の健全性は系統流量や温度監視により確認できるものの，長期的

には設備に支障をきたす可能性は否定できないことから，没水配管における健全性評

価及び漏えいが発生した場合に備えた諸方策の検討を実施している。（添付資料－２ 

参照） 

 

2.27.2 要求される機能 

使用済燃料プールの水位を維持し，プール内の崩壊熱を除去すると共に浄化できる機

能を有すること。 

 

2.27.3 主要な機器 

  系統概要図 添付資料－３に示す。 

(1)５号機 

a.燃料プール冷却浄化系 

(a)熱交換器 

熱交換器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

(b)ろ過脱塩器 

ろ過脱塩器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第３回工事計画軽微変更届出書(総官第923号 昭和48年10月30日届出) 

 

(c)循環ポンプ 

循環ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 
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(d)主配管 

主配管については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認

可) 

 

b.原子炉補機冷却系 

(a)熱交換器 

熱交換器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

 

(b)ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

 

(c)主配管 

主配管については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

 

c.補機冷却海水系 

添付資料－４ 参照 

 

(2)６号機 

a.燃料プール冷却浄化系 

(a)熱交換器 

熱交換器については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51年4月8日認可) 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書(53資庁第7314号 昭和53年7月11日認

可) 

 

(b)ろ過脱塩器 

ろ過脱塩器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51年4月8日認可) 

 

(c)循環ポンプ 

循環ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51年4月8日認可) 
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(d)主配管 

主配管については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届

出) 

 

b.原子炉補機冷却系 

(a)熱交換器 

熱交換器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号昭和53年8月31日届

出) 

 

(b)ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

(c)主配管 

主配管については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届

出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号昭和53年8月31日届

出)  

 

c.補機冷却海水系 

添付資料－４ 参照 

 

2.27.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

a.燃料プール冷却浄化系 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第３回工事計画軽微変更届出書(総官第923号 昭和48年10月30日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第３０回工事計画軽微変更届出書(総官第961号 昭和52年10月8日届出) 
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b.原子炉補機冷却系 

建設時第６回工事計画認可申請書(48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

工事計画認可申請書(54資庁第329号 昭和54年2月28日認可) 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書(総官第303号 昭和52年5月30日届出) 

 

c.補機冷却海水系 

  添付資料－４ 参照 

 

(2)６号機 

a.燃料プール冷却浄化系 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51年4月8日認可) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出) 

 

b.原子炉補機冷却系 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号昭和53年8月31日届出) 

 

c.補機冷却海水系 

   添付資料－４ 参照 

 

2.27.5 添付資料 

添付資料－１ 使用済燃料プールの冷却能力について 

添付資料－２ 補機冷却海水系の一部没水配管における健全性評価について 

 添付資料－３ 系統概要図 

添付資料－４ ５・６号機 補機冷却海水系に係る，主要な機器，構造強度及び耐震

性について 
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使用済燃料プールの冷却能力について 

 

使用済燃料プールの冷却能力については，使用済燃料から発生する崩壊熱の除去を行う

のに十分な冷却能力を有しており，その設計・機能に変わりないことを福島第一原子力発

電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類八により確認している。 



 
 
 

添付資料－２ 
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補機冷却海水系の一部没水配管における健全性評価について 

 

補機冷却海水系配管は，材質が炭素鋼であるが，腐食防止のために表面塗装が施されて

おり，塗装が健全であれば外面腐食を防止できる。しかしながら現状，タービン建屋トレ

ンチ内に海水が溜まっており配管の状態が確認できないことから，塗装がはく離し腐食す

る可能性がある。なお，配管の内側はライニング処理により腐食がないものとし，ここで

は，外面からの配管の腐食について評価する。 

現在没水している配管の肉厚は，５号機で肉厚 9.5mm 及び必要肉厚 4.2mm であり，６号

機で肉厚 12.7mm 及び必要肉厚 5.0mm である。これまでは，計画的な点検により表面状態を

確認し，必要に応じて補修塗装を実施し健全性を維持している。 

しかしながら，配管が海水中に一部没水しているため，外面からの腐食が進む可能性が

ある。そのため，必要肉厚を下回るのにどの程度の時間的余裕があるか評価した。なお，

５号機については，没水配管が 3 系列あり，時間的余裕が最も厳しい配管を代表として記

載している。 

ここで，塗装のはく離及び飛沫帯がある状態を想定する。腐食防食データブック＊によれ

ば，海水中では腐食速度は 0.1mm/年，飛沫帯では 0.3mm/年と報告されているため，水面か

らの飛沫があると仮定し腐食速度は 0.3mm/年とする。  

その結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は，５号機で約 17 年，６号機で約 25

年となると予測される。 

＊：腐食防食協会編；腐食防食データブック, 丸善, p. 49 (1995). 
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５・６号機 補機冷却海水系に係る，主要な機器，構造強度及び耐震性について 

 

1.主要な機器 

(1)５号機 

a.ポンプ 

種      類            立軸多段遠心形 

容      量(m３/h)      １，８００ 

全  揚  程(m)         ４５ 

主  要  寸  法 

高      さ(mm)      １１，７７０ 

吐  出  口  径(mm)  ５００ 

主  要  材  料 

胴                  ＳＣＳ１４ 

羽  根  車          ＳＣＳ１４ 

主      軸          ＳＵＳ３１６ 

回  転  数(rpm)       １，０００ 

原  動  機 

種      類       三相誘導電動機 

出      力(kW)      ３１０ 

個      数            常用  ２ 

予備  １ 

 

b.ストレーナ 

種      類            横置電動切替形ダブルストレーナ 

容      量(m３/h)      ３，６００  

最高使用圧力(ＭPa)    ０．８６ 

最高使用温度(℃)      ４４ 

主  要  寸  法        

全    長(mm)      ２，２００ 

主  要  材  料        

胴                  ＳＣＰＬ１ 

個      数            １ 
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c.配 管 

最高使用圧力

ＭPa 

最高使用温度

℃ 

外径 

mm 

厚さ 

mm 
材料 

７６２ ９．５ ＳＭ４００Ｂ 

６０９．６ ９．５ ＳＭ４００Ｂ 

５０８ ９．５ ＳＭ４００Ｂ 

３５５．６ １１．１ ＳＴＰＧ３７０ 

０．８６ ３８ 

３１８．５ １０．３ ＳＴＰＧ３７０ 

 

(2)６号機 

a.ポンプ 

種      類            立軸１段片吸込形 

容      量(m３/h)      ２，８３９ 

全  揚  程(m)         ３８．１ 

主  要  寸  法 

高      さ(mm)      １２，７２０ 

吐  出  口  径(mm)  ７００ 

主  要  材  料 

胴                  ＳＣＳ１４ 

羽  根  車          ＳＣＳ１４ 

主      軸          ＳＵＳ３１６ 

回  転  数(rpm)     １，０００ 

原  動  機 

種      類       三相誘導電動機 

出      力(kW)   ４００ 

個      数            常用  ２ 

予備  １ 

 

b.ストレーナ 

種      類            横置電動切替形ダブルストレーナ 

容      量(m３/h)      ５，６７４ 

最高使用圧力(ＭPa)    ０．８６ 

最高使用温度(℃)      ６６
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主  要  寸  法         

全      長(mm)        ３，０００ 

主  要  材  料      

胴                  ＳＣＰＬ１ 

個      数             １ 

 

c.配 管 

最高使用圧力

ＭPa 

最高使用温度

℃ 

外径 

mm 

厚さ 

mm 
材料 

９１４．４ １２．７ ＳＭ４００Ｂ 

７６２ ９．５ ＳＭ４００Ｂ 

７１１．２ ９．５ ＳＭ４００Ｂ 

５０８ ９．５ ＳＭ４００Ｂ 

４５７．２ ９．５ ＳＭ４００Ｂ 

０．８６ ６６ 

４０６．４ ９．５ ＳＭ４００Ｂ 

 

2.構造強度及び耐震性(５・６号機共通) 

(1)構造強度の評価 

補機冷却海水系を構成する機器は，発電用原子力設備に関する技術基準を定める省

令上，クラス 3 機器と位置付けられる。この適用規格は，「JSME S NC-1 発電用原子

力設備規格 設計・建設規格」で規定されるものであるが，各機器については，以下

のとおり個別に評価している。 

 

a.ポンプ 

ポンプは，系統の温度，圧力を考慮した仕様とする。 

健全性については，震災後，系統の試運転を行い，有意な漏えい及び運転状態に

異常がないことを確認している。 

以上のことからポンプは，必要な構造強度を有するものと評価している。 

 

b.ストレーナ 

ストレーナは，系統の温度，圧力を考慮した仕様とする。 

健全性については，震災後，系統の試運転を行い，有意な漏えい及び運転状態に

異常がないことを確認している。 

以上のことからストレーナは，必要な構造強度を有するものと評価している。 
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c.配 管 

 配管は，系統の温度，圧力を考慮し「日本工業規格」を準拠した仕様とする。 

健全性については，震災後，系統の試運転を行い，有意な漏えい及び運転状態に

異常がないことを確認している。 

以上のことから配管は，必要な構造強度を有するものと評価している。 

 

(2)耐震設計の基本方針 

「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」上の耐震クラス C の設備と位置付け

られ，以下の様な基本方針としている。 

 

a.考え方 

    機器・配管系は原則として剛にする。 

 

b.配管類 

  支持構造：定ピッチスパン法＊による支持とする。 

         ＊：配管自重を受けるために，適正なピッチでサポートを設置 

c.機器類 

    ポンプは地震荷重に耐えられるように設計する。 

    また、耐震クラス C につき，垂直方向の地震力は対象外とする。 
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2.28 ５・６号機 燃料取扱系及び燃料貯蔵設備 

2.28.1 系統の概要 

燃料取扱系は，新燃料を原子炉建屋最上階（オペレーティングフロア）に搬入してか

ら炉心に装荷するまで及び使用済燃料を炉心から移動し原子炉建屋最上階から搬出する

までの取扱いを行う。 

燃料取扱系及び燃料貯蔵設備は，燃料交換機，原子炉建屋天井クレーン，使用済燃料

プール，新燃料貯蔵設備で構成される。（添付資料－１，２ 参照） 

 

［系統の現況］ 

震災時，燃料プール冷却浄化系及び原子炉建屋常用換気系が機能喪失したことによ

り，使用済燃料プール水温度が上昇し，水蒸気が発生した。その影響で，原子炉建屋

最上階の環境が高湿度となり燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーンの電気設備の絶

縁低下や機械設備の発錆に至ったことから，燃料取出に向けて復旧を図るものである。

（Ⅰ.1.2 参照） 

  

2.28.2 要求される機能 

       燃料交換機は燃料を所定の位置まで移動できること及び燃料つかみ機の動力源が喪失

した場合，安全側に動作し燃料を落下することが無いこと。また，燃料移動時は一定の

水深（水面から燃料上端まで）を維持できること。 

       原子炉建屋天井クレーンは構内用輸送容器・新燃料を所定の位置まで移動できること

及び電源喪失時に安全側に動作し重量物が落下することが無いこと。 

 

2.28.3 主要な機器 

(1)５号機 

  a.燃料取扱系  

(a)燃料交換機 

燃料交換機については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

 

(b)原子炉建屋天井クレーン 

原子炉建屋天井クレーンについては，以下の工事計画認可申請書等により確認

している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 
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b.燃料貯蔵設備 

(a)使用済燃料プール 

使用済燃料プールについては，以下の工事計画認可申請書等により確認してい 

る。 

工事計画認可申請書(53資庁第12306号 昭和53年12月9日認可) 

工事計画軽微変更届出書(総文発官53第1413号 昭和54年1月20日届出)  

 

(b)新燃料貯蔵設備 

      新燃料貯蔵設備については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第８回工事計画認可申請書(48公第8194号 昭和49年1月7日認可) 

 

(2)６号機 

a.燃料取扱系 

(a)燃料交換機 

燃料交換機については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届

出) 

           

(b)原子炉建屋天井クレーン 

原子炉建屋天井クレーンについては，以下の工事計画変更認可申請書等により

確認している。 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書(53資庁第7314号 昭和53年7月11日認

可) 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届

出) 

 

  b.燃料貯蔵設備 

(a)使用済燃料プール 

使用済燃料プールについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認して

いる。 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書(53資庁第7314号 昭和53年7月11日認

可)  

 

(b)新燃料貯蔵設備 

      新燃料貯蔵設備については，以下の工事計画変更認可申請書により確認してい

る。 
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建設時第２３回工事計画変更認可申請書(53資庁第7314号 昭和53年7月11日認

可) 

 

2.28.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

建設時第８回工事計画認可申請書(48公第8194号 昭和49年1月7日認可) 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

工事計画認可申請書(53資庁第12306号 昭和53年12月9日認可) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

 

(2)６号機 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51年4月8日認可) 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53資庁第1730号 昭和53年3月28日認可) 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書(53資庁第7314号 昭和53年7月11日認可) 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

 

2.28.5 添付資料 

  添付資料－１ 使用済燃料プールにおける漏えいの監視方法，遮へい機能及び臨界未 

満の維持について 

  添付資料－２ 燃料取扱い時の燃料落下防止について 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

添付資料－１ 

Ⅱ-2-28-添 1-1 

 

使用済燃料プールにおける漏えいの監視方法，遮へい機能及び臨界未満の維持について 

 

1.漏えいの監視方法 

使用済燃料プールの漏えいの監視方法については，万が一，漏えいが生じた場合に

監視可能な漏えい水検知装置を備えており，その設計・機能に変わりないことを福島

第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類八により確認して

いる。 

 

2.遮へい機能 

使用済燃料プールの遮へい機能については，強固な構造物で壁の厚さ及び水深は遮

へいを考慮し十分とっており，その設計・機能に変わりないことを福島第一原子力発

電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類八により確認している。 

 

 3.臨界未満の維持 

使用済燃料プールにおける燃料貯蔵上の未臨界性については，貯蔵燃料間の距離及

び中性子吸収材と構造材を兼ねる角管によって保たれており，その設計・機能に変わ

りないことを以下の工事計画認可申請書及び工事計画変更認可申請書により確認して

いる。 

５号機：工事計画認可申請書(53 資庁第 12306 号 昭和 53 年 12 月 9 日認可） 

６号機：建設時第２３回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 7314 号 昭和 53 年 7 月

11 日認可） 
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燃料取扱い時の燃料落下防止について 

 

 1.燃料交換機 

燃料交換機における燃料の落下防止については，燃料取扱い中に動力源が喪失して

も燃料を保持する機構となっており，その設計・機能に変わりないことを福島第一原

子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類八により確認している。 

 

2.原子炉建屋天井クレーン 

 原子炉建屋天井クレーンにおける構内用輸送容器・新燃料の落下防止について,ブレ

ーキは安全設計となるように電磁コイルが無励磁となった状態でブレーキを制動し，

励磁となった状態で制動を解除する構造とする。 

 



Ⅱ-2-29-1 

2.29 ５・６号機 非常用ガス処理系 

2.29.1 系統の概要 

非常用ガス処理系は，原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，自

動起動する。非常用ガス処理系が起動することで原子炉建屋を負圧に保ち，原子炉格納容

器等から漏えいしてきた放射性物質をフィルタで除去する機能を有する。 

非常用ガス処理系は 100％容量の 2系列からなり，各系列は，排風機，高性能フィルタ

及びチャコールフィルタ等から構成されている。この系により処理されたガスは，主排気

筒に沿って設けている配管を通して主排気筒排気口から放出される。 

 

［系統の現況］ 

非常用ガス処理系の系統機能は復旧しているものの，非常用ガス処理系の配管はトレ

ンチ内で一部に津波による没水部位がある。このため，設備の健全性は定期的な系統流

量の監視により確認できるものの，長期的には設備に支障をきたす可能性は否定できな

いことから，没水配管における健全性評価及び浸水が発生した場合に備えた諸方策の検

討を実施している。（添付資料－１ 参照） 

 

2.29.2 要求される機能 

原子炉水位低，原子炉建屋放射能高のいずれかの信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，

非常用ガス処理系が自動起動することで原子炉建屋を負圧に保つこと。また，原子炉格納

容器等から漏えいしてきた放射性物質をフィルタで除去し主排気筒から放出する機能を

有すること。（添付資料－２ 参照） 

ただし，冷温停止では原子炉水位低での自動起動は必要としない。 

 

2.29.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－３に示す。 

(1)５号機 

a.排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

b.フィルタ 

フィルタについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 
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c.トレイン 

トレインについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

(2)６号機 

a.排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

 

b.フィルタ 

フィルタについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

 

c.トレイン 

トレインについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

    

d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１６回工事計画認可申請書(53資庁第5742号 昭和53年6月27日認可) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

 

2.29.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

  

(2)６号機 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出)  

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 
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2.29.5 添付資料 

  添付資料－１ 非常用ガス処理系の一部没水配管における健全性評価について 

添付資料－２ 非常用ガス処理系の放射性物質除去機能について 

添付資料－３ 系統概要図 

 



 

 

 
添付資料－１ 
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非常用ガス処理系の一部没水配管における健全性評価について 

 

非常用ガス処理系配管は，材質が炭素鋼であるが，腐食防止のために表面塗装が施され

ており，塗装が健全であれば外面腐食を防止できる。しかしながら現状，トレンチ内に海

水が溜まっており配管の状態が確認できないことから，塗装がはく離し腐食する可能性が

ある。なお，配管の内側については気体を扱っているため配管の減肉に大きな影響を与え

ないものとし，ここでは，外面からの配管の腐食について評価する。 

まず，５号機の工事計画軽微変更届出書では，配管の肉厚（５・６号機共通：8.3mm）及

び必要肉厚（５・６号機共通：0.6mm）の記載＊１がある。これまでは，計画的な点検により

表面状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施し健全性を維持している。 

しかしながら，配管が海水中に一部没水しているため外面からの腐食が進む可能性があ

る。そのため，必要肉厚を下回るのにどの程度の時間的余裕があるか評価した。 

ここで，塗装のはく離及び飛沫帯がある状態を想定する。腐食防食データブック＊２によ

れば，海水中では腐食速度は 0.1mm/年，飛沫帯では 0.3mm/年と報告されているため，水面

からの飛沫があると仮定し腐食速度は 0.3mm/年とする。  

その結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は５・６号機共通で約 25 年となると予

測される。 

＊１：以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

５号機：建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

＊２：腐食防食協会編；腐食防食データブック, 丸善, p. 49 (1995). 

 

 

 

 

 



 

 
 

添付資料－２ 
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非常用ガス処理系の放射性物質除去機能について 

 

非常用ガス処理系については，原子炉格納容器等から漏えいしてきた放射性物質をフィ

ルタで除去した後，主排気筒から放出する機能を有しており，その設計・機能に変わりな

いことを福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類八により

確認している。 
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2.30 ５・６号機 中央制御室換気系 

2.30.1 系統の概要 

  中央制御室換気系（５・６号機共用）は，中央制御室へ一部外気を取り入れる再循環

方式により空気調節を行うが，事故時には，必要な運転操作を汚染の可能性がなく継続

することができるように他系統と分離されており，チャコールフィルタを通して再循環

できる構成である。 

 

［系統の現況］ 

  中央制御室換気系の系統機能は，復旧済みである。 

 

2.30.2 要求される機能 

燃料移動（炉心変更）時，中央制御室換気系が 2 系列（排風機 2 台，フィルタユニッ

ト 1 基）動作可能であること。 

 

2.30.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－１に示す。 

(1)送風機 

送風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

(2)排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

(3)フィルタユニット 

フィルタユニットについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

2.30.4 耐震性 

耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

５号機：建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第1102号 昭和51年3月17日届

出) 

 

2.30.5 添付資料 

添付資料－１ 系統概要図 
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2.31 ５・６号機 構内用輸送容器 

2.31.1 設備の概要 

構内用輸送容器（使用済燃料輸送容器）は，福島第一原子力発電所第５，６号機使用済

燃料プールに貯蔵されている使用済燃料及び炉内燃料（以下，「燃料」という。）を共用プ

ールへ構内輸送する際に使用する容器である。 

なお，ＮＦＴ－１２Ｂ型及びＮＦＴ－３２Ｂ型の構内用輸送容器は，８×８燃料，新型

８×８燃料，新型８×８ジルコニウムライナ燃料及び高燃焼度８×８燃料の構内輸送に使

用することとし，ＮＦＴ－２２Ｂ型の構内用輸送容器は，８×８燃料，新型８×８燃料，

新型８×８ジルコニウムライナ燃料，高燃焼度８×８燃料及び９×９燃料の構内輸送に使

用することとする。ここで，使用済燃料プール又は炉内で１９ヶ月以上冷却した燃料を構

内用輸送容器で輸送する。 

 

2.31.2 要求される機能 

構内用輸送容器は，除熱，密封，遮へい，臨界防止，構造強度を考慮した設計とする。 

 

2.31.3 主要な機器 

(1) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－１２Ｂ型） 

構内用輸送容器（ＮＦＴ－１２Ｂ型）については，以下の工事計画認可申請書により

確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 

 

(2) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－２２Ｂ型） 

構内用輸送容器（ＮＦＴ－２２Ｂ型）については，以下の書類（既存評価）にて評価

されている。このため既存評価を適用することとする。 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書（NFT-22B 型） 

（平成 22 年 10 月 28 日申請，原燃輸送株式会社） 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書の一部補正について（NFT-22B 型） 

 （平成 24 年 1 月 13 日申請，原燃輸送株式会社） 

なお，構内用輸送容器（ＮＦＴ－２２Ｂ型）は使用済燃料運搬用容器として設置され，

以下の工事計画認可申請書において８×８燃料，新型８×８燃料，新型８×８ジルコニ

ウムライナ燃料及び高燃焼度８×８燃料の運搬に係わる安全機能は評価されている。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 
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(3) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－３２Ｂ型） 

構内用輸送容器（ＮＦＴ－３２Ｂ型）については，以下の工事計画認可申請書により

確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 

 

2.31.4 除熱 

(1) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－１２Ｂ型） 

除熱については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計 

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 

 

(2) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－２２Ｂ型） 

除熱については，以下の既存評価により確認している。 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書（NFT-22B 型） 

（平成 22 年 10 月 28 日申請，原燃輸送株式会社） 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書の一部補正について（NFT-22B 型） 

 （平成 24 年 1 月 13 日申請，原燃輸送株式会社） 

 

(3) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－３２Ｂ型） 

除熱については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計 

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 

 

2.31.5 密封 

(1) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－１２Ｂ型） 

密封については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計 

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 

 

(2) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－２２Ｂ型） 
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密封については，以下の既存評価により確認している。 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書（NFT-22B 型） 

（平成 22 年 10 月 28 日申請，原燃輸送株式会社） 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書の一部補正について（NFT-22B 型） 

 （平成 24 年 1 月 13 日申請，原燃輸送株式会社） 

 

(3) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－３２Ｂ型） 

密封については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計 

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 

 

2.31.6 遮へい 

(1) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－１２Ｂ型） 

遮へいについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計 

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 

  

(2) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－２２Ｂ型） 

遮へいについては，以下の既存評価により確認している。 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書（NFT-22B 型） 

（平成 22 年 10 月 28 日申請，原燃輸送株式会社） 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書の一部補正について（NFT-22B 型） 

 （平成 24 年 1 月 13 日申請，原燃輸送株式会社） 

 

(3) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－３２Ｂ型） 

遮へいについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計 

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 

 

2.31.7 臨界防止 

(1) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－１２Ｂ型） 

臨界防止については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計 
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画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 

 

(2) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－２２Ｂ型） 

臨界防止については，以下の既存評価により確認している。 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書（NFT-22B 型） 

（平成 22 年 10 月 28 日申請，原燃輸送株式会社） 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書の一部補正について（NFT-22B 型） 

 （平成 24 年 1 月 13 日申請，原燃輸送株式会社） 

 

(3) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－３２Ｂ型） 

臨界防止については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計 

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 

 

2.31.8 構造強度 

(1) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－１２Ｂ型） 

構造強度については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計 

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 

 

(2) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－２２Ｂ型） 

構造強度については，以下の既存評価により確認している。 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書（NFT-22B 型） 

（平成 22 年 10 月 28 日申請，原燃輸送株式会社） 

・核燃料輸送物設計変更承認申請書の一部補正について（NFT-22B 型） 

 （平成 24 年 1 月 13 日申請，原燃輸送株式会社） 

 

(3) 構内用輸送容器（ＮＦＴ－３２Ｂ型） 

構造強度については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

福島第一原子力発電所 第１号機使用済燃料輸送容器（第１～第６号機共用）工事計 

画認可申請書本文及び添付書類（平成１９・０２・２１原第７４号 平成１９年３月６

日認可） 



 

 

Ⅱ-2-32-1 

2.32 ５・６号機 電源系統設備 

2.32.1 系統の概要 

通常電力供給を 66kV 送電線 2 回線（双葉線１号，２号）及び非常用ディーゼル発電機

（５号機 2 台，６号機 3 台設置）で構成し，多重化・多様化を図っており外部電源が喪

失した場合でも安定した電力供給が可能である。 

各機器への電力供給は，既設の 66kV 開閉所，起動変圧器，6.9kV 所内高圧母線及び 480V

所内低圧母線を通じて行っており，主要な計測用電源や制御用電源については，蓄電池

からも供給することが可能である。 

なお，中央制御室にて送電線電圧及び所内高圧母線電圧を監視できる装置を備えてお

り，故障が発生した場合には，異常を検知し，その拡大及び伝播を防止するため異常箇

所を自動的に切り離す保護装置を備えている。（添付資料－１ 参照） 

 

［系統の現況］ 

  ＜外部電源＞ 

福島第一原子力発電所５・６号機の特定原子力施設に電力供給する送電線は，66kV

送電線5回線（双葉線１号，２号，大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線）

で構成されている。（大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線から所内高圧

母線を通じて受電することも可能） 

  ＜非常用ディーゼル発電機＞ 

非常用ディーゼル発電機は復旧済みである。（高圧炉心スプレイ系を除く） 

６号機の高圧炉心スプレイ系と同様に，６号機の高圧炉心スプレイ系の非常用デ

ィーゼル発電機については復旧していないものの，外観点検上は問題がないことは

確認しており，今後は必要に応じて動作可能である状態に復旧＊していくこととする。

（Ⅱ.2.23 参照） 

当該発電機は高圧炉心スプレイ系のみに電力を供給する設備であり，他の復旧さ

れている５・６号機全ての非常用ディーゼル発電機を含めて考えれば，万が一，外

部電源（双葉線１号，２号）が喪失した場合には，電力供給を必要とする負荷に対

して，非常用高圧母線に接続する動作可能な非常用ディーゼル発電機は十分確保さ

れている。（添付資料－２ 参照） 

＊：高圧炉心スプレイ系のみに冷却水を供給する非常用ディーゼル発電機冷却海水系ポンプ及び高圧炉心ス

プレイ系の制御電源のみに電力を供給する直流電源装置は，高圧炉心スプレイ系の復旧に合わせて動作

可能である状態に復旧していくこととする。 

 

＜所内高圧母線＞ 

    所内電源構成は震災前と同等であり，冷温停止に必要な設備に電力を供給してい

る。 
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震災時，所内高圧母線が津波により被水し電源が喪失したことから，現状の設備

に加え津波対策のため，津波による影響がない場所を想定し所内高圧母線（電源喪

失時に使用）を設置している。 

所内高圧母線が津波により被水し電源が喪失した場合，切替操作を行い６号機非

常用ディーゼル発電機または電源車から，津波による影響がない場所を想定し設置

している所内高圧母線（電源喪失時に使用）を通じて，原子炉注水及び使用済燃料

プール注水機能を有する機器等に電力を供給する。 

なお，平成26年度上期を目途に信頼性向上のため所内高圧母線の増強を計画して

いる。（添付資料－３ 参照） 

  ＜仮設設備＞ 

震災以降，仮設設備を設置しており電力を供給している。（添付資料－４ 参照） 

  ＜代替電源＞ 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機が使用できない場合は，電源車を代替電源

として配備しており，原子炉注水及び使用済燃料プール注水機能を有する機器等に

電力を供給する。（添付資料－５ 参照） 

＜ケーブル・海水配管＞ 

５・６号機の海水系ポンプ（残留熱除去海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機

冷却海水系ポンプ，補機冷却海水系ポンプ）に電力を供給するケーブルは，一部が

没水しており，時間の経過により絶縁性能の低下が懸念される。このため，予備の

ケーブルを敷設することで設備の信頼性向上を図っている。 

また，非常用ディーゼル発電機冷却海水系の冷却水配管は，トレンチ内で一部に

津波による没水部位がある。このため，設備の健全性は系統圧力や温度監視により

確認できるものの，長期的には設備に支障をきたす可能性は否定できないことから，

没水配管における健全性評価及び漏えいが発生した場合に備えた諸方策の検討を実

施している。（添付資料－６ 参照） 

 

2.32.2 要求される機能 

(1)冷温停止維持に関する設備に対し，外部電源及び非常用所内電源のいずれからも電力

の供給を受けられること。 

(2)原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において,外部電源が1系列動作可能であるこ

と。 

(3)非常用所内電源が使用できない場合は，代替となる電源を有すること。 
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2.32.3 主要な機器 

(1)５号機 

a.変圧器 

(a)起動変圧器 

起動変圧器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第５回工事計画認可申請書(48公第3622号 昭和48年6月26日認可) 

 

b.非常用電源設備（Ａ）（Ｂ） 

(a)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画認可申請書等により確認

している。 

建設時第９回工事計画認可申請書(48資庁第2745号 昭和48年11月19日認可) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

(b)非常用ディーゼル発電機冷却海水系 

①ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出) 

 

②ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

 

③主配管 

主配管については，以下の工事計画届出書等により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出) 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書(総官第303号 昭和52年5月30日届

出) 

 

c.直流電源装置（添付資料－２ 参照） 

(a)所内蓄電池 

所内蓄電池については，福島第一原子力発電所５号炉原子炉設置変更許可申請

書 添付書類八により確認している。 
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(b)中性子モニタ用蓄電池 

中性子モニタ用蓄電池については，福島第一原子力発電所５号炉原子炉設置変

更許可申請書 添付書類八により確認している。 

 

(2)６号機 

a.非常用電源設備（Ａ） 

(a)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画認可申請書により確認し

ている。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

 

(b)非常用ディーゼル発電機冷却海水系 

①ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官8第112号 平成8年7月16日届出) 

 

②ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認

可)  

 

③主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認

可) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31

日届出)  

 

b.非常用電源設備（Ｂ） 

(a)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画届出書により確認してい

る。 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出)  
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(b)非常用ディーゼル発電機補機冷却系 

非常用ディーゼル発電機補機冷却系（空気冷却器・ポンプ・主配管）について

は，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出) 

 

c.直流電源装置（添付資料－２ 参照） 

(a)所内蓄電池 

所内蓄電池については，福島第一原子力発電所６号炉原子炉設置変更許可申請

書 添付書類八により確認している。 

 

(b)中性子モニタ用蓄電池 

中性子モニタ用蓄電池については，福島第一原子力発電所６号炉原子炉設置変

更許可申請書 添付書類八により確認している。 

 

(3)５・６号機共用 

   代替電源(電源車) 

    台   数         ２台以上 

容   量(kVA)      ５００（１台あたり） 

電   圧(kV)      ６．６  

相   数         ３ 

周 波 数(Hz)       ５０ 

タンク容量/燃料消費率  ２時間以上 

 

2.32.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

  建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

建設時第９回工事計画認可申請書(48資庁第2745号 昭和48年11月19日認可) 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可) 

工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出)  

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第603号 昭和51年9月9日届出) 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書(総官第303号 昭和52年5月30日届出) 
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(2)６号機 

建設時第５回工事計画認可申請書(50資庁第4675号 昭和50年6月5日認可) 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可) 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出) 

工事計画届出書(総文発官8第112号 平成8年7月16日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出) 

 

2.32.5 添付資料 

添付資料－１ 所内単線結線図及び監視装置について 

添付資料－２ 非常用ディーゼル発電機及び直流電源装置の容量について 

添付資料－３ 所内高圧母線の増強について 

添付資料－４ 仮設設備負荷一覧 

添付資料－５ 電源車負荷リスト 

添付資料－６ 非常用ディーゼル発電機冷却海水系の一部没水配管における健全性評

価について 

 

 



 

 

 
添付資料－１ 
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所内単線結線図及び監視装置について 

 

1.所内単線結線図 

所内単線結線図の構成については震災前と同等であり，その設計に変わりないことを，

福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類八により確認し

ている。 

 

2.監視装置 

  監視装置については，中央制御室にて監視できる装置を備えており，その設計・機能

に変わりないことを福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書

類八により確認している。 

 



 

 
 

添付資料－２ 
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非常用ディーゼル発電機及び直流電源装置の容量について 

 

現状，高圧炉心スプレイ系の直流電源装置は未復旧状態であるが，他の復旧している設

備については震災前と同等であることを以下の様に確認している。 

 

1.非常用ディーゼル発電機 

５・６号機の非常用ディーゼル発電機（５Ａ，５Ｂ，６Ａ，６Ｂ）は外部電源が喪失

した場合においても，各号機 1 台で冷温停止維持に関する設備を運転するのに十分な容

量を有している。そのため，点検等で 1 台が停止した場合においても，十分な容量を確

保している。 

非常用ディーゼル発電機の容量については，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉

設置変更許可申請書 添付書類八により確認している。 

 

2.直流電源装置 

  直流電源装置の容量については，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許

可申請書 添付書類八により確認している。 



 
 
 

添付資料－３ 
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所内高圧母線の増強について 

 

 (1)工事の概要 

   津波対策のため，津波による影響がない場所を想定し所内高圧母線（M/C5F）を設

置したが，更なる電源の信頼性向上のため，所内高圧母線（M/C5E）を設置し，2系列

化を図る。2系列化後の単線結線図を図－１に示す。 

   なお，１～４号との連系線を含めた構成についてはⅡ.2.7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 2 系列化後の単線結線図 
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 (2)工 程 

2013 2014 
年度 

第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 

M/C5E 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 工事工程 

所内高圧母線の増強 
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仮設設備負荷一覧 

 

仮設設備 供給電源箇所 

移送設備 

油分分離装置 

浄化装置 

淡水化装置 

M/C 5B 
滞留水貯留設備 

移送設備(建屋内) M/C 5SB-2 系低圧電源 

 

 



 

 
 

添付資料－５ 
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電源車負荷リスト 

 

 原子炉注水及び使用済燃料プール注水機能を有する機器等に対して，以下のように使用

する負荷を選定している。５・６号機の対象負荷へそれぞれ電源車（500kVA）から，所内

低圧母線を通じて電力を供給する。 

 

５号機 

対象負荷 負荷容量 

復水移送ポンプ＊１ 
30kW 

(約36kVA) 

非常用ガス処理系排風機 
5.5kW 

(約6.5kVA) 

中央制御室換気系(送・排風機) 
30kW 

(約36kVA) 

直流125V充電器盤 33kVA 

直流250V充電器盤 86kVA 

No.1通信用充電器盤 22kVA 

照明用分電盤 35kVA 

 合計：約255kVA 

 

６号機 

対象負荷 負荷容量 

復水移送ポンプ＊１ 
45kW 

(約60kVA) 

非常用ガス処理系排風機 
15kW 

(約20kVA) 

直流125V充電器盤 75.5kVA 

直流250V充電器盤 98.5kVA 

ＰＨＳ分電盤 15kVA 

照明用分電盤 50kVA 

交流120/240V計測用電源 50kVA 

交流120/240V計測用電源（５号機）＊２ 50kVA 

 合計：約419kVA 

＊１：注水機能を有する機器 

＊２：６号機所内低圧母線から電力を供給する。 
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非常用ディーゼル発電機冷却海水系の一部没水配管における健全性評価について 

 

非常用ディーゼル発電機冷却海水系配管は，材質が炭素鋼であるが，腐食防止のために

表面塗装が施されており，塗装が健全であれば外面腐食を防止できる。しかしながら現状，

トレンチ内に海水が溜まっており配管の状態が確認できないことから，塗装がはく離し腐

食する可能性がある。なお，配管の内側はライニング処理により腐食がないものとし，こ

こでは，外面からの配管の腐食について評価する。 

まず，５号機及び６号機の工事計画届出書及び工事計画認可申請書では，配管の肉厚 

（５号機：8.13mm，６号機：7.2mm）及び必要肉厚（５号機：3.80mm，６号機：3.8mm）の

記載＊１がある。これまでは，計画的な点検により表面状態を確認し，必要に応じて補修塗

装を実施し健全性を維持している。 

しかしながら，配管が海水中に一部没水しているため外面からの腐食が進む可能性があ

る。そのため，必要肉厚を下回るのにどの程度の時間的余裕があるか評価した。 

ここで，塗装のはく離及び飛沫帯がある状態を想定する。腐食防食データブック＊２によ

れば，海水中では腐食速度は 0.1mm/年，飛沫帯では 0.3mm/年と報告されているため，水面

からの飛沫があると仮定し腐食速度は 0.3mm/年とする。  

その結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は５号機で約 14 年，６号機で約 11 年

となると予測される。 

＊１：以下の工事計画届出書及び工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

５号機：工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出) 

６号機：建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

＊２：腐食防食協会編；腐食防食データブック, 丸善, p. 49 (1995). 
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2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系 

2.33.1 ５・６号機 既設設備 

2.33.1.1 系統の概要 

    放射性液体廃棄物処理系は，機器ドレン系，床ドレン系等で構成し，原子炉施設で発

生する放射性廃液及び潜在的に放射性物質による汚染の可能性のある廃液を，その性状

により分離収集し，処理する。 

 

［系統の現況］ 

５・６号機タービン建屋等には津波により流入した大量の海水と地下水が，震災前

から建屋内で管理されていた低濃度の放射性物質と共に滞留した。（以下，これを  

「滞留水」という） 

地下水については止水処置を実施しているが，流入を完全に抑制できないことから

建屋内水位が上昇した場合，冷温停止維持に必要な設備への影響が懸念される。 

滞留水の発生抑制については，地下水の水位を低下させることが必要であるが，地

下水を汲み上げて水位を下げる設備として建屋周辺に設置されているサブドレン設備

は，震災により被災したことから，設備の浄化等を行いサブドレン設備の使用に向け

た準備を実施する。 

放射性液体廃棄物処理系については，一部未復旧の設備があるが，５・６号機で発

生する廃液については，５号機にてろ過器，脱塩器による処理後，復水貯蔵タンクに

回収することができる。しかし，大量の滞留水を処理することができないため，サブ

ドレン設備及び放射性液体廃棄物処理系が復旧するまで，仮設の滞留水貯留設備にて

処理している。なお，滞留水貯留設備のうちメガフロートについては，震災当初５・

６号機の建屋内の滞留水を移送し，貯留していたが，港湾内の係留位置変更のため全

量を受入タンクに移送した。係留位置変更後であっても変更前同様，最適な係留方法

にて安全に位置保持している。なお，今後，滞留水を貯留する計画はない。（添付資

料－１，２，３ 参照） 

 

2.33.1.2 要求される機能 

放射性液体廃棄物処理系は，原子炉施設で発生する廃液を，その性状により分離収集

し，処理する機能を有すること。 
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2.33.1.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－４に示す。 

 (1)５号機 

a.機器ドレン系 

(a)廃液収集タンク 

廃液収集タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

 

(b)廃液収集ポンプ 

廃液収集ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(c)廃液ろ過器 

廃液ろ過器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(62資庁第10732号 昭和62年12月4日認可） 

 

(d)廃液脱塩器 

     廃液脱塩器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

     建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

     (e)廃液サンプルタンク 

廃液サンプルタンクについては，以下の工事計画認可申請書等により確認して

いる。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

 

(f)廃液サンプルポンプ 

廃液サンプルポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認してい

る。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(g)廃液サージタンク 

廃液サージタンクについては，以下の工事計画認可申請書等により確認してい

る。 
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建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

 

(h)廃液サージポンプ 

廃液サージポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

     建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

b.床ドレン系 

   (a)床ドレン収集タンク 

床ドレン収集タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認してい

る。 

工事計画認可申請書(57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

 

(b)床ドレン収集ポンプ 

床ドレン収集ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認してい 

る。 

     建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(c)床ドレンろ過器 

床ドレンろ過器については，以下の工事計画変更認可申請書により確認してい

る。 

     建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

 

(d)床ドレンサージタンク 

     床ドレンサージタンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認して

いる。 

     建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(e)床ドレン濃縮器給液ポンプ 

床ドレン濃縮器給液ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認

している。 

工事計画認可申請書(61資庁第13609号 昭和62年2月5日認可） 
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(f)床ドレン濃縮器 

床ドレン濃縮器については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官57第685号 昭和57年9月25日届出） 

 

(g)床ドレン濃縮器復水器 

床ドレン濃縮器復水器については，以下の工事計画認可申請書等により確認し

ている。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

       建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認

可） 

 

(h)凝縮水貯蔵タンク 

凝縮水貯蔵タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認して

いる。 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出） 

 

(i)凝縮水移送ポンプ 

凝縮水移送ポンプについては，以下の工事計画認可申請書等により確認してい

る。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第３回工事計画軽微変更届出書(総官第923号 昭和48年10月30日届出） 

 

(j)床ドレン脱塩器 

床ドレン脱塩器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

     (k)床ドレンサンプルタンク 

床ドレンサンプルタンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確

認している。 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

 

  (l)床ドレンサンプルポンプ 

床ドレンサンプルポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認し

ている。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 
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c.再生廃液系 

(a)廃液中和タンク 

廃液中和タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

 

(b)廃液中和ポンプ 

      廃液中和ポンプについては，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

     建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

 

(c)廃液濃縮器給液ポンプ 

廃液濃縮器給液ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認して

いる。 

     工事計画認可申請書(63資庁第13号 昭和63年5月31日認可） 

 

(d)廃液濃縮器 

廃液濃縮器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

     工事計画認可申請書(59資庁第10414号 昭和59年9月28日認可） 

工事計画認可申請書(元資庁第4474号 平成元年6月15日認可） 

 

(e)廃液濃縮器復水器 

     廃液濃縮器復水器については，以下の工事計画認可申請書等により確認してい

る。 

     工事計画認可申請書(63資庁第14698号 平成元年2月23日認可） 

工事計画認可申請書(元資庁第4474号 平成元年6月15日認可） 

     建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認

可） 

 

d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(56資庁第3240号 昭和56年8月19日認可） 

工事計画認可申請書(57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

工事計画認可申請書(61資庁第13609号 昭和62年2月5日認可） 

工事計画認可申請書(62資庁第10732号 昭和62年12月4日認可） 

工事計画認可申請書(63資庁第13号 昭和63年5月31日認可） 
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工事計画認可申請書(平成12･03･28資第17号 平成12年4月26日認可） 

工事計画認可申請書(平成14･05･24原第9号 平成14年6月11日認可） 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書(52資庁第519号 昭和52年3月1日認可） 

工事計画変更認可申請書(56資庁第15242号 昭和57年1月16日認可） 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出） 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書(総官第303号 昭和52年5月30日届出） 

 

(2)６号機 

a.機器ドレン系 

(a)機器ドレン収集タンク 

機器ドレン収集タンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認

している。 

     建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認

可） 

 

(b)機器ドレン混合ポンプ 

機器ドレン混合ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確 

認している。 

建設時第２６回工事計画変更認可申請書(53資庁第14829号 昭和53年12月9日

認可） 

 

(c)ろ過器給液ポンプ 

ろ過器給液ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認して

いる。 

建設時第２６回工事計画変更認可申請書(53資庁第14829号 昭和53年12月9日

認可） 

 

(d)機器ドレンろ過器 

機器ドレンろ過器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認して

いる。 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 
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(e)機器ドレンろ過水タンク 

機器ドレンろ過水タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認し

ている。 

建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(f)機器ドレンろ過水ポンプ 

       機器ドレンろ過水ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確

認している。 

     建設時第２６回工事計画変更認可申請書(53資庁第14829号 昭和53年12月9日

認可） 

 

(g)機器ドレン補助ろ過器ポンプ 

機器ドレン補助ろ過器ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確

認している。 

     工事計画認可申請書(60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

 

(h)機器ドレン補助ろ過器 

機器ドレン補助ろ過器については，以下の工事計画認可申請書により確認して

いる。 

     工事計画認可申請書(60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

 

(i)機器ドレン脱塩器 

機器ドレン脱塩器については，以下の工事計画認可申請書等により確認してい

る。 

建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(j)廃液サンプルタンク 

廃液サンプルタンクについては，以下の工事計画認可申請書等により確認して

いる。 

     建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日

届出） 

 

(k)廃液サンプルポンプ 

廃液サンプルポンプについては，工事計画認可申請書等により確認している。 



Ⅱ-2-33-8 

     建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     建設時第２６回工事計画変更認可申請書(53資庁第14829号 昭和53年12月9日

認可） 

 

b.床ドレン化学廃液系 

(a)床ドレン化学廃液収集タンク 

床ドレン化学廃液収集タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書によ

り確認している。 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日

届出） 

 

(b)床ドレン化学廃液混合ポンプ 

床ドレン化学廃液混合ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確

認している。 

     建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(c)床ドレン化学廃液ろ過器 

床ドレン化学廃液ろ過器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確

認している。 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(d)床ドレン化学廃液ろ過水タンク 

床ドレン化学廃液ろ過水タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書に

より確認している。 

     建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日

届出） 

 

(e)床ドレン化学廃液ろ過水ポンプ 

床ドレン化学廃液ろ過水ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書に

より確認している。 

     建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認

可） 

 

(f)蒸発濃縮器給液ポンプ 

蒸発濃縮器給液ポンプについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

     工事計画届出書(総文発官6第1066号 平成7年2月17日届出） 
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(g)蒸発濃縮器 

蒸発濃縮器については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(59資庁第10413号 昭和59年9月21日認可） 

工事計画届出書(総文発官57第470号 昭和57年7月20日届出） 

 

(h)蒸発濃縮器復水器 

蒸発濃縮器復水器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認して

いる。 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(i)蒸留水タンク 

蒸留水タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日

届出） 

 

(j)蒸留水ポンプ 

蒸留水ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(k)蒸留水脱塩器 

蒸留水脱塩器については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(l)蒸留水サンプルタンク 

蒸留水サンプルタンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認して

いる。 

     建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(m)蒸留水サンプルポンプ 

蒸留水サンプルポンプについては，以下の工事計画認可申請書等により確認し

ている。 

     建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認

可） 
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(n)蒸発濃縮器循環ポンプ 

蒸発濃縮器循環ポンプについては，以下の工事計画認可申請書等により確認し

ている。 

    建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     工事計画届出書(総文発官59第928号 昭和59年11月19日届出） 

 

c.洗浄廃液系 

(a)洗浄廃液収集タンク 

洗浄廃液収集タンクについては，以下の工事計画認可申請書等により確認して

いる。 

     建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(b)洗浄廃液ポンプ 

洗浄廃液ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認してい

る。 

     建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認

可） 

 

(c)洗浄廃液ろ過器 

洗浄廃液ろ過器については，以下の工事計画変更認可申請書等により確認して

いる。 

     建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認

可） 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 工事計画認可申請書(58資庁第2841号 昭和58年3月28日認可） 

工事計画認可申請書(60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

工事計画認可申請書(61資庁第8632号 昭和61年7月11日認可） 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1193号 昭和50年2月26日届出） 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出） 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出） 
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(3)５・６号機共用 

a.シャワードレン系 

(a)シャワードレン受タンク 

シャワードレン受タンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確

認している。 

５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月

10日認可） 

 

(b)シャワードレン移送ポンプ 

シャワードレン移送ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により

確認している。 

５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月

10日認可） 

 

(c)シャワードレンタンク 

シャワードレンタンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認

している。 

     ５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月

10日認可） 

 

(d)シャワードレンポンプ 

シャワードレンポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認

している。 

     ５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月

10日認可） 

 

b.サプレッションプール水サージタンク 

サプレッションプール水サージタンクについては，以下の工事計画変更認可申請

書及び工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10

日認可） 

６号機：建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認

可） 

６号機：建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日

認可） 
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2.33.1.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

   建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

工事計画認可申請書(59資庁第10414号 昭和59年9月28日認可） 

工事計画認可申請書(61資庁第13609号 昭和62年2月5日認可） 

工事計画認可申請書(62資庁第10732号 昭和62年12月4日認可） 

工事計画認可申請書(63資庁第13号 昭和63年5月31日認可） 

工事計画認可申請書(63資庁第14698号 平成元年2月23日認可） 

工事計画認可申請書(元資庁第4474号 平成元年6月15日認可） 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書(52資庁第519号 昭和52年3月1日認可） 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出） 

 

(2)６号機 

    建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

工事計画認可申請書(59資庁第10413号 昭和59年9月21日認可） 

工事計画認可申請書(60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可） 

建設時第２６回工事計画変更認可申請書(53資庁第14829号 昭和53年12月9日認可） 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出） 

 

 (3)５・６号機共用 

１号機：工事計画認可申請書(48公第657号 昭和48年3月3日認可） 

５号機：建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

５号機：建設時第２３回工事計画変更認可申請書(52資庁第519号 昭和52年3月1日認

可） 
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2.33.2 ５・６号機 仮設設備（滞留水貯留設備） 

2.33.2.1 基本設計 

2.33.2.1.1 設置の目的 

５・６号機タービン建屋等の大量の滞留水については，一部未復旧の設備がある既設

放射性液体廃棄物処理系では処理できないことから，サブドレン設備復旧等による滞留

水の発生量抑制及び放射性液体廃棄物処理系の復旧による滞留水の処理ができる時期 

（サブドレン設備復旧後3年を目途）まで，屋外に滞留水貯留設備を仮設にて設置し処理

を行う。 

 

2.33.2.1.2 要求される機能 

滞留水を貯留し，放射性物質を閉じ込める機能を有すること。 

 

2.33.2.1.3 設計方針 

(1)処理能力 

地下水の流入により増加する滞留水に対して，十分対処できる貯留容量とすると共

に，散水可能な放射能濃度を満足する性能を有するものとする。 

 

(2)規格・基準等 

機器の設計，材料の選定，製作及び検査については，原則として適切と認められる

規格及び基準によるものとする。 

 

(3)滞留水の漏えい防止及び管理されない放出の防止 

滞留水の漏えい及び所外への管理されない放出を防止し，信頼性を確保するため，

次の各項を考慮した設計とする。 

 

a. 漏えいを防止するため，滞留水貯留設備は，設置環境や滞留水の性状に応じた適切

な材料を使用すると共に，タンク水位の検出器を設ける。 

 

b. 異常のないことを巡視点検等により容易に確認できる設備とし，漏えいを停止する

ための適切な処置ができるようにする。 

 

(4)遮へいに関する考慮 

遮へいについては，内包する滞留水の線量が低いため設置は考慮しない。 
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(5)監視 

漏えいの検知及び貯留状況の確認に必要な水位を監視できる設計とする。また，設

備の異常を検知できる設計とする。 

 

(6)設備の確認 

滞留水貯留設備については，設備の健全性及び能力を確認できる設計とする。 

 

2.33.2.1.4 供用期間中に確認する項目 

滞留水貯留設備からの有意な漏えいがないこと。 

 

2.33.2.1.5 主要な機器 

系統概要図 添付資料－４に示す。 

滞留水は，６号機タービン建屋から移送設備により貯留設備に移送され，貯留する。 

貯留設備に貯留された滞留水の一部は，浄化装置及び淡水化装置により放射性核種を

除去した後，構内散水に使用し，滞留水を低減する。 

滞留水は，これまでの実績より地下水の流入により約30m3/日で増加しており，構内散

水により約25m3/日（実績）で増加を抑制している。なお，平成24年11月末現在，貯留タ

ンクの設備容量約10,000m3に対し約70％貯留している。今後，地下水流入量の変動が予想

されるものの増加傾向にあるため，貯留タンク全体の空き容量＊約2,000m3を目安に，貯留

能力増強について計画する。 

滞留水漏えい時の汚染拡大を防止し信頼性向上を図るため，受入タンク・油分分離装

置エリア，受入タンクエリアについて地面の防水処置及び堰の設置を，平成25年度上期

を目途に実施する。（添付資料－５ 参照） 

＊：空き容量は，水位警報設定値の水位高までの容量とする。 

 

(1)貯留設備 

a.タンク（受入タンク及び貯留タンク） 

タンクは，屋外に設置された受入タンク及び貯留タンクで構成され，５・６号機

の滞留水を貯留する。 

受入タンクは，建屋からの滞留水を受け入れる。 

貯留タンクは，受入タンクから油分除去した滞留水を受け入れた後，浄化装置に

より放射性核種を除去し，貯留する。また，淡水化装置の戻り水を貯留する。 

 

b.メガフロート 

メガフロートは，港湾内において安全に係留するために自然災害等を考慮した最

適な場所を選定し，安全に位置保持する。 
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(2)移送設備 

移送設備は，滞留水を貯留設備へ移送することを目的に，移送ポンプ，耐圧ホース

及びポリエチレン管で構成する。 

移送ポンプは，地下水の流入により増加する滞留水に対して十分対処可能な設備容

量を確保する。滞留水の移送は，移送元のタービン建屋の水位や移送先となる貯留設

備の水位の状況に応じて，移送ポンプの起動時間を適宜選定して実施する。 

耐圧ホース及びポリエチレン管は，使用環境を考慮した材料を選定し，必要に応じ

て保温等を設置する。また，屋外で耐圧ホースを使用する箇所は，汚染拡大防止のた

め，継手部に抜け防止治具の取付けを実施し，継手が外れない処置をする。 

 

(3)油分分離装置 

油分分離装置は，滞留水に含まれる油分を活性炭により除去する。 

 

(4)浄化装置 

浄化装置は，内部に充填されたキレート樹脂及びゼオライトにより，滞留水に含ま

れる放射性核種を除去する。 

 

(5)淡水化装置 

淡水化装置は，逆浸透膜の性質を利用して滞留水に含まれる放射性核種を散水可能

な放射能濃度＊)まで除去する。 

また，淡水化後は散水し滞留水の低減を実施しているが，今後，淡水化装置の信頼

性向上のため装置の増設を計画する。（添付資料－５ 参照） 

＊）散水可能な放射能濃度：セシウム134とセシウム137の和が，0.01Bq/cm3を満足すること。 

 

(6)監視装置 

滞留水貯留設備には，設備の状態を正確かつ迅速に把握できるように警報装置及び

監視カメラを設置する。 

警報装置は，タンク水位高・低及び移送ポンプ用電動機の過負荷を検知し，５・６

号機の中央制御室に警報を発する。 

 

(7)電源設備 

電源設備については，Ⅱ.2.32 参照。 
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2.33.2.1.6 自然災害対策等 

(1)津波 

滞留水を貯留するタンク等は，アウターライズ津波が到達しないと考えられる  

O.P.13.0m以上の場所に設置する。（Ⅲ.3.1.3 参照） 

また，メガフロートについても，アウターライズ津波の影響は小さいが，港湾内構

造物に衝突する可能性は否定できないため，被害が最小限になるような場所に係留す

る。（添付資料－６ 参照） 

 

(2)台風・豪雨・竜巻 

滞留水貯留設備は，屋外に設置してあるため台風・豪雨・竜巻による直接的な被害 

を受ける可能性は否定できないが，台風・豪雨・竜巻の発生の可能性が予見される場

合には，移送設備の停止等を行い，設備損傷による影響が最小限になるよう対策を図

る。 

 

 (3)外部人為事象 

    外部人為事象に対する設計上の考慮については，Ⅱ.1.14 参照。 

 

(4)火災 

電源設備の近傍に消火器を設置し，初期消火の対応ができるようにする。また，そ

の他の設備についても，可燃物の撤去及び監視カメラによる監視等，火災に対する措

置を講じる。 

 

 (5)環境条件 

    滞留水貯留設備については，屋外に設置されているため，紫外線による劣化及び凍

結による破損が懸念されるが，貯留設備，油分分離装置，浄化装置及び淡水化装置は，

主に鋼製の材料を使用していることから，問題ないと考える。また，耐圧ホース及び

ポリエチレン管については，紫外線による劣化及び凍結による破損が懸念されるため，

保温材を取り付ける。 

 

2.33.2.1.7 構造強度 

滞留水貯留設備を構成する機器は，発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令

上，廃棄物処理設備に相当するクラス3 機器と位置付けられる。この適用規格は，「JSME 

S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下，「設計・建設規格」という。）

で規定されるものであるが，各機器については，以下のとおり個別に評価する。 
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(1)貯留設備（タンク・メガフロート） 

タンク・メガフロートは，「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足

するものではないが，漏えい試験を行い，有意な漏えいがないことを確認する。 

また，これらは全て大気開放のため，水頭圧以上の内圧が作用することはない。 

以上のことから，タンク・メガフロートは，必要な構造強度を有するものと評価す

る。（添付資料－７ 参照） 

 

(2)移送設備 

a.移送ポンプ 

移送ポンプについては，「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足

するものではないが，系統の温度（常温），圧力（約0.25MPa）を考慮して仕様を選

定した上で，試運転を行い有意な漏えい，運転状態に異常がないことを確認する。 

以上のことから，移送ポンプは，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

b.耐圧ホース 

「設計・建設規格」上のクラス 3 機器に対する規定を満足する材料ではないが，

系統の温度（常温），圧力（約 0.25MPa）を考慮して仕様を選定した上で，漏えい試

験を行い，有意な漏えいがないことを確認する。従って，耐圧ホースは，必要な構

造強度を有していると評価する。 

 

c.ポリエチレン管 

「設計・建設規格」上のクラス 3 機器に対する規定を満足する材料ではないが，

系統の温度（常温），圧力（約 0.25MPa）を考慮して仕様を選定している。また，ポ

リエチレン管は，一般に耐食性，電気特性（耐電気腐食），耐薬品性を有しており，

鋼管と同等の信頼性を有している。また，以下により高い信頼性を確保している。 

・ 日本水道協会規格に適合したポリエチレン管を採用。 

・ 継手は可能な限り融着構造とする。 

・ 敷設時には漏えい試験を行い，有意な漏えいがないことを確認する。 

以上のことから，ポリエチレン管は，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

(3)油分分離装置及び浄化装置 

油分分離装置及び浄化装置は，「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を

満足するものではないが，系統の温度（常温），圧力（約0.25MPa）を考慮して仕様を

選定した上で，漏えい試験を行い，有意な漏えいがないことを確認する。 

以上のことから，油分分離装置及び浄化装置は，必要な構造強度を有するものと評

価する。 
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(4)淡水化装置 

淡水化装置は，「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足するもので

はないが，系統の温度（常温），圧力（約0.25MPa）を考慮して仕様を選定した上で，

試運転を行い，有意な漏えいがないこと及び運転状態に異常がないことを確認する。 

以上のことから，淡水化装置は，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

2.33.2.1.8 耐震性 

滞留水貯留設備を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，「JEAC4601 原子

力発電所耐震設計技術規程」上の B クラス相当の設備と位置付けられる。 

耐震性を評価するにあたっては，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」等に準拠

して構造強度評価を行うことを基本とするが，評価手法，評価基準について実態に合わ

せたものを採用する場合もある。 

支持部材がない等の理由によって，耐震性に関する評価ができない設備を設置する場

合においては，可撓性を有する材料の使用等により，耐震性を確保する。（添付資料－

７ 参照） 

 

2.33.2.1.9 機器の故障への対応 

(1)移送ポンプの故障 

移送ポンプが故障した場合は，ポンプの修理または交換を行い，1 週間程度で機能

を回復する。 

 

(2)電源喪失 

移送ポンプの電源が喪失した場合は，仮設発電機を使用することで，1 週間程度で

機能を回復する。 

 

(3)異常時の評価 

移送ポンプによる移送が長期に停止した場合，地下水の流入により建屋内の水位が

上昇し，冷温停止維持に必要な設備に電力を供給している所内高圧母線が被水する可

能性がある。 

移送停止後，建屋内水位が冷温停止維持に必要な設備に電力を供給している所内高

圧母線が被水する可能性がある水位に達するまでの水量の余裕は，約 4,500m3 と想定

しているため，地下水が約 30m3/日で流入することを考慮しても約 5 ヶ月の余裕があ

る。 

したがって，移送ポンプの故障及び電源喪失した場合でも，1 週間程度で機能を回

復できるため，建屋内水位が電源設備に影響するまでの期間内（約 5 ヶ月）に十分復

旧可能である。 
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2.33.2.2 基本仕様 

(1)貯留設備 

a.受入タンク（完成品） 

合計容量             ７，５１４ ｍ３（平成25年7月まで） 

基  数               ３３ 基 （平成25年7月まで） 

容  量         １２ ｍ３／基×  １ 基 （平成25年7月まで） 

３５ ｍ３／基×  ６ 基 

４２ ｍ３／基×  ６ 基 

１１０ ｍ３／基×  ４ 基 

１６０ ｍ３／基×  ５ 基 

２００ ｍ３／基×  ２ 基 

６００ ｍ３／基×  ９ 基 （平成25年7月まで） 

 

b.貯留タンク 

合計容量            ２１，５０１ ｍ３（平成25年7月より） 

基  数                    ４３ 基 （平成25年7月より） 

容  量         ５０ ｍ３／基×  ４ 基 （完成品） 

 ９０ ｍ３／基×  ４ 基 （完成品） 

 ２９９ ｍ３／基×  ３ 基 （完成品） 

５０８ ｍ３／基×１８ 基 （完成品） 

１，１００ ｍ３／基×  ５ 基  

６００ ｍ３／基×  ９ 基 （平成25年7月より） 

 

c.メガフロート（完成品） 

主要寸法    １３６ ｍ × ４６ ｍ × ３ ｍ （長さ×幅×深さ） 

基  数                            １ 基 

 

  d.水位警報 

   (a)受入タンク（３５ｍ３，４２ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より １，８３５ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より   ２０５ ｍｍ 以上 

 

   (b)受入タンク（１１０ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ２，０５１ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より    ２０６ ｍｍ 以上 
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   (c)受入タンク（１６０ｍ３，２００ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より ４，１００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より   ６００ ｍｍ 以上 

 

   (d)貯留タンク（５０ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より ２，２００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より   １００ ｍｍ 以上 

 

(e)貯留タンク（９０ｍ３）（平成25年9月より） 

      設定値 水位高：底部より ２，５００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より   １００ ｍｍ 以上 

 

   (f)貯留タンク（２９９ｍ３，５０８ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より ８，２４２ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より   ６００ ｍｍ 以上 

 

(g)貯留タンク（１，１００ｍ３）（平成25年10月より） 

      設定値 水位高：底部より ８，８００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より １，５００ ｍｍ 以上 

 

(2)移送設備 

a.移送ポンプ（完成品） 

台  数                 １８ 台 （平成25年10月より） 

容  量          ３０ ｍ３／ 日 （１台あたり） 

揚  程         ２５ ｍ×１ 台 （平成25年9月まで） 

３３ ｍ×２ 台 

３５ ｍ×４ 台 （平成25年10月より９台）       

５４．４ ｍ×５ 台 （平成25年10月より６台） 

６５ ｍ×１ 台 

 

b.耐圧ホース（完成品） 

     呼 び 径     ７５Ａ相当，１００Ａ相当，２００Ａ相当 

     材    質     ポリ塩化ビニル 

     最高使用圧力      ０．９８ ＭＰａ 

        最高使用温度          ５０ ℃ 
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c.ポリエチレン管（完成品） 

     呼 び 径     ７５Ａ相当，１００Ａ相当 

     材    質     ポリエチレン 

     最高使用圧力      ０．９８ ＭＰａ 

        最高使用温度          ４０ ℃ 

 

(3)油分分離装置 

処 理 量           ２０ ｍ３／ ｈ 

系 列 数              直列２ 系列 

   最高使用圧力        ０．６ ＭＰａ 

 

(4)浄化装置 

吸 着 剤      キレート樹脂及びゼオライト 

処 理 量          ２０ ｍ３／ ｈ 

系 列 数                １ 系列 

  最高使用圧力          ０．６ ＭＰａ 

 

(5)淡水化装置（完成品） 

処 理 量     １００～２００ ｍ３／ 日 

基   数                １ 基 （平成26年2月より２基） 

   最高使用圧力        ０．９８ ＭＰａ 

 

2.33.3 添付資料 

添付資料－１ 建屋内の滞留水による影響について 

添付資料－２ ６号機 放射性液体廃棄物処理系の未復旧期間における廃液の処理に

ついて 

添付資料－３ ６号機 原子炉建屋付属棟の一部没水機器について 

  添付資料－４ 系統概要図及び全体概要図 

  添付資料－５ 滞留水貯留設備の増設及び移設について 

    添付資料－６ メガフロート係留場所の津波に対する考慮について 

  添付資料－７ 構造強度及び耐震性に関する評価結果について 
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建屋内の滞留水による影響について 

 

 滞留水は５号機タービン建屋地下階・６号機タービン建屋地下階及び６号機原子炉建屋

付属棟地下階の 3 箇所に滞留＊しており，冷温停止維持に必要な設備への影響及び建屋外へ

の漏えいを考慮し，定期的に水位の計測を実施している。（Ⅲ.3.1.5 参照） 

 ＊：平成25年7月1日時点で，各建屋内滞留水の水量の合計は約5,600m3，放射能濃度はセシウム134が約0.02Bq/cm3， 

セシウム 137 が約 0.08Bq/cm3である。 

 

1.冷温停止維持に必要な設備への影響 

前述の各建屋に隣接するコントロール建屋等（冷温停止維持に必要な設備の電源室）

へ滞留水が流入する可能性のある水位は，各建屋の床面から約 2m であるが，仮設の滞留

水貯留設備による処理により，水位はその半分以下で推移しているため，問題ないと考

える。 

 

2.建屋外への漏えい 

５・６号機の各建屋内水位は床面から約 2m（O.P.約 3.0m）以下で管理しており，現状

のサブドレン水位は低い場所でも O.P.約 5.0m 程度であることから，建屋外への漏えいは

ないと考える。 

 



 

 

 

添付資料－２ 
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６号機 放射性液体廃棄物処理系の未復旧期間における廃液の処理について 

 

５・６号機の廃液については，現状６号機の放射性液体廃棄物処理系が未復旧であるこ

とから，５号機の機器ドレン系にて全量処理後，５・６号機の復水貯蔵タンクに回収し，

その全量を再使用している。 

 廃液の発生量は，設備の点検時に約 50m3程度（月 1 回以内）であり，仮に，５・６号機

の点検が同時期になっても廃液発生量は約 100m3/月となり，処理能力 45m3/h を有する５号

機の機器ドレン系にて，十分処理可能である。 

また，復水貯蔵タンクの容量（５号機：2,500m3，６号機：3,194m3）に対して，震災以降，

５・６号機共に概ねタンクの半分程度の保管量で推移しており，廃液の回収には十分な余

裕がある。 

なお，廃液の貯留を目的に設置されている，サプレッションプール水サージタンクは，

津波による損傷が著しく使用できない状態にあるが，上記のとおり復水貯蔵タンクに回収

できることから廃液の処理は問題ないと考える。 



 
 
 

添付資料－３ 
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６号機 原子炉建屋付属棟の一部没水機器について 

 

原子炉建屋付属棟の地下階は，大量の滞留水により没水している。 

 滞留水により没水している設備＊１のうち，放射性廃液を貯蔵しているタンクは，機器ド

レン収集タンク，廃液サンプルタンク，床ドレン化学廃液収集タンク，蒸留水サンプルタ

ンク，蒸留水タンクがある。また，タンクの付属配管についても一部没水している。 

タンク及び付属配管の材質は，ステンレス鋼または炭素鋼である。 

  ＊１：放射性固体廃棄物処理系のうち，機器ドレンフィルタスラッジ貯蔵タンク，原子炉浄化系フィルタスラッジ

貯蔵タンク，使用済樹脂貯蔵タンク，濃縮廃液貯蔵タンク及び各付属配管（使用済樹脂貯蔵タンクを除く）

についても一部没水している。（Ⅱ.2.10 参照） 

 

1.ステンレス鋼製タンク及び付属配管 

文献＊２によれば，通常の自然水環境において，ステンレス鋼の表面には保護皮膜が形

成されるため，腐食速度は無視できるほど小さいが，環境中に濃度の高い塩化物イオン

があると，保護皮膜が局部的に破壊されて，腐食進展速度の大きい局部腐食が生じる場

合がある。ステンレス鋼に局部腐食が発生し得る塩化物イオン濃度は，常温で 500ppm 程

度とされているが，現状，設備外面が接する滞留水の塩化物イオン濃度は 200ppm 程度（水

温約 20℃）で推移しており，外面から腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。な

お，滞留水の増加要因は，主に地下水の流入であり，塩化物イオン濃度が増加する可能

性は小さいが，引き続き，滞留水中の塩化物イオン濃度を確認する。 

一方，設備内面が接する水環境は震災前と変わらないことから，内面からの腐食が発

生する可能性も小さいと考えられる。 

一部没水しているステンレス鋼製のタンク及び付属配管を表－１に示す。 

  ＊２：宮坂松甫他，「ポンプの高信頼性と材料」，ターボ機械 第 36 巻 第 9 号，2008 年 9 月 

 

表－１ ステンレス鋼製タンク及び付属配管 

機 器 名 材  質 

床ドレン化学廃液収集タンク SUS304（エポキシライニング） 

機器ドレンフィルタスラッジ貯蔵タンク SUS304 

原子炉浄化系フィルタスラッジ貯蔵タンク SUS304 

使用済樹脂貯蔵タンク SUS304 

床ドレン化学廃液収集タンク付属配管 SUS316TP 

濃縮廃液貯蔵タンク付属配管 SUS316LTP 

廃液サンプルタンク付属配管 SUS304TP 

蒸留水サンプルタンク付属配管 SUS304TP 
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2.炭素鋼製タンク及び付属配管 

タンク及び付属配管は，腐食防止のために表面塗装が施されており，塗装が健全であ

れば外面腐食を防止できる。しかしながら現状，滞留水が溜まっていることから，塗装

がはく離し腐食している可能性がある。なお，タンク及び付属配管の内面は腐食がない

ものとし，ここでは，外面からの腐食について評価する。 

(1)炭素鋼製タンク 

これまでは，計画的な点検により表面状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施

し健全性を維持している。 

しかしながら，タンクが滞留水に一部没水しているため外面からの腐食が進む可能

性がある。そのため，必要肉厚を下回るのにどの程度の時間的余裕があるか評価した。 

ここで，塗装のはく離及び飛沫帯がある状態を想定する。腐食防食データブック＊３

によれば，海水中では腐食速度は 0.1mm/年，飛沫帯では 0.3mm/年と報告されている

ため，水面からの飛沫があると仮定し腐食速度は 0.3mm/年とする。 

その結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は約 10 年以上となると予測され

る。 

一部没水している炭素鋼製タンクの評価結果を表－２に示す。 

＊３：腐食防食協会編；腐食防食データブック, 丸善, p. 49 (1995). 

 

表－２ 炭素鋼製タンクの評価結果 

機器名 材質 
肉厚 

(mm) 

必要肉厚

(mm) 

必要肉厚 

までの時間 
備考 

機器ドレン収集タンク 
SM41 

（エポキシライニング）
10.8 6.73 約 13 年 ＊４ 

濃縮廃液貯蔵タンク 
SM41A 

（エポキシライニング）
16.2 3.75 約 41 年 ＊５ 

廃液サンプルタンク 
SM41A 

（エポキシライニング）
6.96 3.81 約 10 年  

蒸留水サンプルタンク 
SM41A 

（エポキシライニング）
9.96 3.81 約 10 年  

蒸留水タンク 
SM41A 

（エポキシライニング）
7.1 3 約 13 年  

＊４：建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可) 

＊５：建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可) 
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(2)炭素鋼製タンク付属配管 

付属配管の外面は防食塗装が施工されているため，急速な腐食の進展は少ないと考

えられるが，タンク同様に外面よりの腐食速度を 0.3mm/年とした結果，必要肉厚に到

達するまでの時間的余裕は約 6 年以上となると予測される。 

付属配管の内面については，内部流体が常時停滞しており温度も低い等の使用環境

から減肉の可能性は低いが，定期的に肉厚の測定を実施し，減肉評価を実施する。（初

回は，平成 25 年度に計画する） 

一部没水している炭素鋼製タンク付属配管の評価結果を表－３に示す。 

 

表－３ 炭素鋼製タンク付属配管の評価結果 

機器名 口径 材質 
肉厚 

(mm) 

必要肉厚

(mm) 

必要肉厚 

までの時間 
備考

100A STPT42 5.2 3.4 6 年 ＊６

80A STPT42 4.8 3.0 6 年 ＊６
機器ドレン収集タンク付

属配管 
40A PT42 4.4 2.2 7 年 ＊７

100A STPT42 5.2 3.4 6 年 ＊６

80A STPT42 4.8 3.0 6 年 ＊６

原子炉浄化系フィルタス

ラッジ貯蔵タンク付属配

管 40A PT42 4.4 2.2 7 年 ＊７

100A STPT42 5.2 3.4 6 年 ＊６

80A STPT42 4.8 3.0 6 年 ＊６
機器ドレンフィルタスラ

ッジ貯蔵タンク付属配管 
40A PT42 4.4 2.2 7 年 ＊７

80A STPT42 4.8 3.0 6 年 ＊６
蒸留水タンク付属配管 

25A PT42 3.9 1.7 7 年 ＊７

＊６：建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総文発官第704号 昭和52年8月15日届出) 

＊７：建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出) 
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滞留水貯留設備の増設及び移設について 

 

滞留水貯留設備は，貯留能力増強及び信頼性向上を目的とした以下の工事について計画

し実施する。 

 

1.工事概要 

(1)貯留タンク移設 

貯留設備の貯留能力増強を図るため，受入タンクのうち 600m3タンク 9 基について

は，貯留タンクとして移設する。また，現在使用しておらず，今後使用見込みのない

12m3タンク１基については，平成 25 年 7 月に撤去する。 

 

 (2)移送ポンプ増設 

貯留タンクの移設及び淡水化装置の増設に伴い，移送ポンプの増設を行う。なお，

600m3タンク 9 基の移設に合わせて移送ポンプ１台の撤去を行う。 

 

(3)淡水化装置増設 

淡水化装置の信頼性向上を図るため，増設を行う。 

 

 (4)堰の設置 

    滞留水漏えい時の汚染拡大を防止し信頼性向上を図るため，タンク周辺について地

面の防水処置及び堰の設置を行う。 

 

2.設備概要 

 工事概要図 別添－１に示す。 

 系統概要図及び全体概要図（増設及び移設後） 別添－２に示す。 

(1)貯留タンク 

  a.移 設（完成品） 

基  数                     ９ 基 

容  量       ６００ ｍ３／ 基 

（受入タンクから貯留タンクに使用目的を変更する） 

 

  b.撤 去 

    基  数                 １ 基 

    容  量        １２ ｍ３／ 基 
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c.水位警報（６００ ｍ３） 

     設 定 値  水位高：底部より ８，８００ ｍｍ 以下 

           水位低：底部より １，５００ ｍｍ 以上 

 

 (2)移送ポンプ 

  a.増 設（完成品） 

台  数                    ６ 台 

容  量           ３０ ｍ３／ 日 （１台あたり） 

揚  程         ３５ ｍ×５ 台 （水中ポンプ） 

５４．４ ｍ×１ 台 （横置き型ポンプ） 

 

  b.撤 去 

台  数                   １ 台 

容  量          ３０ ｍ３／ 日 （１台あたり） 

揚  程          ２５ ｍ×１ 台 

 

(3)淡水化装置（完成品） 

処 理 量   １００～２００ ｍ３／ 日 

基  数                     １ 基 

   最高使用圧力       ０．９８ ＭＰａ 

 

(4)各設備付属配管 

  a.耐圧ホース（完成品） 

     呼 び 径        ７５Ａ相当，１００Ａ相当，２００Ａ相当 

     材  質        ポリ塩化ビニル 

     最高使用圧力       ０．９８ ＭＰａ 

最高使用温度           ５０ ℃ 

 

  b.ポリエチレン管（完成品） 

     呼 び 径        ７５Ａ相当 

     材  質        ポリエチレン 

     最高使用圧力      ０．９８ ＭＰａ 

        最高使用温度          ４０ ℃ 
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 (5)堰 

  a.受入タンク・油分分離装置エリア 

高  さ    ５００ ｍｍ 以上 

 

b.受入タンクエリア 

高  さ    ５７０ ｍｍ 以上 

 

c.貯留タンクエリア 

高  さ    ５７０ ｍｍ 以上 

 

3.工 程 

2013 
年度 

6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

貯留タンク 

         

移送ポンプ 

         

淡水化装置 

         

堰 

         

＊１：各設備付属配管の増設を含む。 
＊２：貯留タンク設置後，順次使用予定。 

＊３：移送ポンプ設置後，順次使用予定。 

＊４：受入タンク・油分分離装置エリア，受入タンクエリアの堰は 9 月までに完了予定。また，貯留タンクエ

リアの堰については，11 月までに完了予定。  

図－１ 工事工程 

装置増設＊１ 

移設＊１＊２（撤去含む） 

増設（撤去含む）＊３ 

堰の設置＊４
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4.確認事項 

 

表－１ 貯留タンク 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 据付状態を確認する。 
実施計画のとおりに据付され

ていること。 
構造強度 
・耐震性 

耐圧・ 

漏えい確認 

タンク満水まで水張りし，24 時

間保持した後，水頭圧に耐え，

かつ，漏えいのないことを確認

する。 

構造物の変形等がないこと。

また，各部からの有意な漏え

いがないこと。 

監視 警報確認 
警報が発生することを確認す

る。 
警報が発生すること。 

 

 

表－２ 移送ポンプ（水中ポンプ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 

・耐震性 
外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

性能 運転確認 ポンプの運転確認を行う。 
実施計画に記載の容量を満足

すること。 

 

 

表－３ 移送ポンプ（横置き型ポンプ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 据付状態を確認する。 
実施計画のとおりに据付され

ていること。 構造強度 

・耐震性 
耐圧・ 

漏えい確認 

運転状態にて，運転圧に耐え，

かつ，漏えいのないことを確認

する。 

各部からの有意な漏えいがな

いこと。 

性能 運転確認 ポンプの運転確認を行う。 

実施計画に記載の容量を満足

すること。また，異音，振動

等の異常がないこと。 
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表－４ 淡水化装置 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 据付状態を確認する。 
実施計画のとおりに据付され

ていること。 構造強度 

・耐震性 
耐圧・ 

漏えい確認 

運転状態にて，運転圧に耐え，

かつ，漏えいのないことを確認

する。 

構造物の変形等がないこと。

また，各部からの有意な漏え

いがないこと。 

性能 性能確認 淡水化装置の性能確認を行う。

実施計画に記載の処理量を満

足すること。また，淡水化後

の水質が構内散水可能な放射

能濃度を満足すること。 

 

 

表－５ 堰 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

性能 
寸法確認 高さを確認する。 

実施計画に記載の許容範囲内

であること。 
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5.補足事項 

・許容範囲について 

表－６ 許容範囲一覧 

名称 寸法(mm) 
許容範囲 

(mm) 
根拠 

受入タンク・ 

油分分離装置エリア 
500 以上＊２ 500 以上 自主管理値＊１ 

受入タンクエリア 570 以上＊２ 570 以上 自主管理値＊１ 堰の高さ 

貯留タンクエリア 570 以上＊２ 570 以上 自主管理値＊１ 

＊１：想定最大量（水位警報設定値の水位高での容量）が漏えいしても堰外への汚染拡大を防止する。 

＊２：高さは，以下の各エリア毎に想定最大量及び堰内の面積から算出。 

受入タンク・油分分離装置エリア  想定最大量  408 m3 堰内の面積  818 m2 

受入タンクエリア         想定最大量 1,043 m3 堰内の面積 1,850 m2 

貯留タンクエリア         想定最大量 3,301 m3 堰内の面積 5,799 m2 

 

6.別添 

  別添－１ 工事概要図 

  別添－２ 系統概要図及び全体概要図（増設及び移設後） 

 



 
 
 

別添－１ 
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メガフロート係留場所の津波に対する考慮について 

 

アウターライズで発生する津波は周期が長く（10分以上），メガフロートは津波の潮位

変動に応じた上下動を繰り返すと推測される。 

アウターライズ津波による引波時には，メガフロート周辺の潮位はO.P.約-3.0mまで下が

ると考えられる。これにより船底がO.P.約-4.6mまで沈下することが推定されるが，最も水

深の浅い場所でもO.P.約-5.0mであるためクリアランスが残る。 

同様に，アウターライズ津波による押波時には，潮位が最大O.P.約5.0m程度に達すると

考えられるが，押波の場合は，吃水や潮位上昇量の関係からメガフロートが陸上へ乗り上

げる可能性は小さい。 

なお，アウターライズの引波の水流や波浪による水平方向の動揺や，押波時の垂直方向

への上昇に伴う係留設備の破損で水平方向拘束が緩み，港湾内構造物に衝突する可能性は

否定できないため，その可能性を最小限にするため，水深の確保及び海底の障害物の有無

を考慮し，港湾内で比較的静穏な場所をメガフロートの係留場所に選定した。 
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構造強度及び耐震性に関する評価結果について 

 

1.構造強度及び耐震性 

滞留水貯留設備を構成する機器の構造強度及び耐震性についての評価を行う。 

 

2.構造強度 

(1)受入タンク及び貯留タンクの評価 

円筒形タンクの板厚評価を実施した結果，水頭圧に耐えられることを確認した。 

（表－１ 参照） 

 

 



S

DiH
t

204.0
  

 

 

 

 

 

t 

Di

H 

ρ 

S 

 

η 

：胴の必要板厚 

：胴の内径 

：水頭 

：液体の比重 

：最高使用温度における材料（SS400） 

の許容引張応力 

：長手継手の効率 
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機器名称 評価部位 必要板厚[mm] 板厚[mm] 

受入タンク 

（容量：160m3） 
胴板 1.5 4.5 

受入タンク 

（容量：200m3） 
胴板 1.9 6.0 

受入タンク 

（容量：600m3） 
胴板 4.4 9.0 

貯留タンク 

（容量：50m3） 
胴板 0.5 8.0 

貯留タンク 

（容量：90m3） 
胴板 0.9 21.0 

貯留タンク 

（容量：299m3） 
胴板 3.1 9.0 

貯留タンク 

（容量：508m3） 
胴板 4.0 9.0 

貯留タンク 

（容量：1,100m3） 
胴板 9.6 12.0 

表－１ 板厚評価結果 
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3.耐震性 

(1)転倒評価 

地震時の水平荷重による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，そ

れらを比較することにより転倒評価を行った。評価の結果，「①地震時の水平荷重に

よる転倒モーメント＜②自重による安定モーメント」となることから，転倒しないこ

とを確認した。（表－２，３ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地震時の水平荷重による転倒モーメント： HgmCM H ×××=1  

②自重による安定モーメント： LgmM ××=2  

 

(2)滑動評価  

地震時の水平荷重によるすべり力と接地面の摩擦力を比較することにより，滑動評

価を行った。評価の結果，「①地震時の水平荷重によるすべり力＜②接地面の摩擦力」

となることから，滑動しないことを確認した。（表－２，３ 参照）    

 

①地震時の水平荷重によるすべり力： gmCF HL ××=  

②接地面の摩擦力： gmF    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

H 

L

CH 

m 

g 

μ 

：水平方向設計震度（0.36） 

：機器質量 

：重力加速度 

：摩擦係数 

(コンクリート上：0.4， 

  敷鉄板上：0.52) 

CH 

m 

g 

H 

L 

：水平方向設計震度（0.36） 

：機器質量 

：重力加速度 

：据付面からの重心までの距離 

：転倒支点から機器重心までの距離 
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(3)支持力評価  

タンクの鉛直荷重と極限支持力を比較して，地震時の支持力に対する評価を行った。

支持力の算定式は「社団法人日本道路協会（2002）：道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構

造編」に基づき次式を用いた。評価の結果，「①タンクの鉛直荷重＜②タンク基礎底

面地盤の極限支持力」となり，安全性を有していることを確認した。（表－２，３ 参

照） 

 

①タンクの鉛直荷重： gmW ×=  

②タンク基礎底面地盤の極限支持力： 





  rreqqcceu SNBSkqNSkcNAQ  12

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

g 

Ae 

α，β 

k 

c 

Nc，Nq，Nr 

Sc，Sq，Sr 

q 

γ1，γ2 

Df 

Be 

B 

eB 

：機器質量 

：重力加速度 

：有効載荷面積 

：基礎の形状係数 

：根入れ効果に対する割増し係数 

：地盤の粘着力（c＝39kN/m2） 

：荷重の傾斜を考慮した支持力係数 

：支持力係数の寸法効果に関する補正係数 

：上載荷重（q＝γ2Df） 

：支持地盤及び根入れ地盤の単位重量（γ1，γ2＝15.9kN/m2） 

：基礎の有効根入れ深さ 

：荷重の偏心を考慮した基礎の有効載荷幅（Be＝B－2eB） 

：基礎幅 

：荷重の偏心量 
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＊：タンク及び油分分離装置は水の質量も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器名称   m＊（t）   B（m） 

受入タンク（容量：12m3） 14.3 2.0 

受入タンク（容量：35m3） 43.3 2.0 

受入タンク（容量：42m3） 51.0 2.3 

受入タンク（容量：110m3） 127.6 4.7 

受入タンク（容量：160m3） 169.7 6.9 

受入タンク（容量：200m3） 211.9 6.9 

受入タンク（容量：600m3） 650.9 9.0 

貯留タンク（容量：50m3） 93.5 3.1 

貯留タンク（容量：90m3） 133.5 3.1 

貯留タンク（容量：299m3） 329.3 6.9 

貯留タンク（容量：508m3） 553.7 9.0 

貯留タンク（容量：1,100m3） 1,165.0 12.2 

移送ポンプ(横置き型ポンプ) 0.2 0.7 

油分分離装置 108.7 4.4 

浄化装置 17.0 1.3 

表－２ 機器質量及び基礎幅一覧 
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表－３ 評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 ① ② 単位 

転倒 48 139 kN･m 
本体 

滑動 51 72 kN 
受入タンク 

（容量：12m3） 
地盤 支持力 

0.36 

141 1,487 kN 

転倒 172 428 kN･m 
本体 

滑動 153 220 kN 
受入タンク 

（容量：35m3） 
地盤 支持力 

0.36 

425 3,164 kN 

転倒 203 579 kN･m 
本体 

滑動 181 260 kN 
受入タンク 

（容量：42m3） 
地盤 支持力 

0.36 

501 3,937 kN 

転倒 577 2,940 kN･m 
本体 

滑動 451 650 kN 
受入タンク 

（容量：110m3） 
地盤 支持力 

0.36 

1,252 11,210 kN 

転倒 1,348 5,658 kN･m 
本体 

滑動 600 865 kN 
受入タンク 

（容量：160m3） 
地盤 支持力 

0.36 

1,665 10,048 kN 

転倒 2,058 7,065 kN･m 
本体 

滑動 749 1,080 kN 
受入タンク 

（容量：200m3） 
地盤 支持力 

0.36 

2,079 9,241 kN 

転倒 11,472 28,200 kN･m 
本体 

滑動 2,298 3,319 kN 
受入タンク 

（容量：600m3） 

地盤 支持力 

0.36 

6,384 13,394 kN 

転倒 718 1,420 kN･m 
本体 

滑動 330 476 kN 
貯留タンク   

（容量：50m3） 
地盤 支持力 

0.36 

917 5,693 kN 

転倒 1,025 2,028 kN･m 
本体 

滑動 472 680 kN 
貯留タンク   

（容量：90m3） 
地盤 支持力 

0.36 

1,309 4,960 kN 

転倒 5,326 10,937 kN･m 
本体 

滑動 1,163 1,679 kN 
貯留タンク   

（容量：299m3） 
地盤 支持力 

0.36 

3,230 7,195 kN 
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機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 ① ② 単位 

転倒 9,026 23,989 kN･m 
本体 

滑動 1,955 2,823 kN 
貯留タンク 

（容量：508m3） 
地盤 支持力 

0.36 

5,430 14,926 kN 

転倒 21,645 68,548 kN･m 
本体 

滑動 4,113 4,569 kN 
貯留タンク   

（容量：1,100m3） 
地盤 支持力 

0.36 

11,425 29,867 kN 

転倒 0.14 0.34 kN･m 
本体 

滑動 0.71 0.78 kN 
移送ポンプ 

(横置き型ポンプ) 
地盤 支持力 

0.36 

1.97 192 kN 

転倒 471 2,337 kN･m 
本体 

滑動 384 554 kN 油分分離装置 

地盤 支持力 

0.36 

1,066 9,949 kN 

転倒 62 110 kN･m 
本体 

滑動 60 66 kN 浄化装置 

地盤 支持力 

0.36 

167 188 kN 

淡水化装置 

（トラックに車載） 
本体 転倒 0.36 144 255 kN･m 
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2.34 ５・６号機 計測制御設備 

2.34.1 系統の概要 

計測制御設備は，通常運転時に起こり得る運転条件の変化，負荷の変化及び外乱に対し

て，監視及び制御を行うためのものである。 

さらに，これらの設備からの情報を基にプラントの主要な系統の運転に必要なパラメー

タの監視及び機器の操作を集中して管理するための計測制御設備を中央制御室に設ける。 

 

[系統の現況] 

   冷温停止を維持・管理するための主要な系統の監視及び臨界未満に維持されているこ

とを監視するための主要な機器は復旧済みである。 

 

2.34.2 要求される機能 

(1)冷温停止を維持・管理するために監視ができること。 

(2)炉心，冷却材圧力バウンダリの健全性を確認するために監視ができること。 

(3)臨界未満であることを確認するために監視ができること。 

  

2.34.3 主要な機器 

(1)冷温停止を維持・管理するための監視機器 

冷温停止時の運転上の制限（設定値）については，「Ⅲ 特定原子力施設の保安 第

２編（５号炉及び６号炉に係る保安措置）第２７条」に示す。 

  a.原子炉系計測制御設備 

水位計，温度計，圧力計，導電率計 

b.残留熱除去系計測制御設備 

圧力計，温度計，流量計 

c.燃料プール冷却浄化系計測制御設備 

圧力計，温度計，水位計，流量計 

d.非常用炉心冷却系計測制御設備 

圧力計，流量計 

e.復水補給水系計測制御設備 

圧力計，水位計 

f.原子炉冷却材浄化系計測制御設備 

圧力計，温度計，流量計 

g.原子炉補機冷却系計測制御設備 

   水位計，温度計，圧力計 

h.制御棒駆動系計測制御設備 

圧力計，流量計，水位計 



 

Ⅱ-2-34-2 

i.非常用予備電源装置関連計測制御設備 

圧力計，温度計 

j.核計測装置 

起動領域モニタ，出力領域モニタ（６号機のみ） 

k.安全保護系計測制御設備 

地震計 

l.制御棒駆動機構関連計測制御設備 

原子炉手動制御系，制御棒位置指示系 

  m.非常用ガス処理系計測制御設備 

   流量計，差圧計 

  n.原子炉建屋常用換気系及び中央制御室換気系計測制御設備 

   流量計，差圧計 

o.放射線モニタ関連計測制御設備 

エリア放射線モニタ，プロセス放射線モニタ＊１ 

＊1：放射性気体廃棄物の放出管理は，主排気筒放射線モニタまたは非常用ガス処理系放射線モニタである。 

 

(2)炉心，冷却材圧力バウンダリの健全性を確認するための監視機器 

５・６号機の原子炉格納容器に関しては，現状の開放状態を維持・継続することか

ら除外する。(Ⅱ.2.20 参照) 

  a.原子炉系計測制御設備 

水位計，温度計 

 

(3)臨界未満であることを確認するための監視機器 

a.核計測装置 

起動領域モニタ 

 

また，上記監視機器において，既に工事計画軽微変更届出書等により確認している，原 

子炉水位，原子炉圧力，残留熱除去系熱交換器入口温度（原子炉水温度），残留熱除去系 

流量，炉心スプレイ系圧力・流量（５号機），低圧炉心スプレイ系流量（６号機），起動 

領域モニタ，出力領域モニタ（６号機），非常用ガス処理系放射線モニタ，エリア放射線

モニタ，主排気筒放射線モニタ（５・６号機共用）のパラメータについては，添付資料－

１に示す。 

 

2.34.4 添付資料 

添付資料－１ パラメータ一覧 



 

 
 

添付資料－１ 
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パラメータ一覧 

 

1.５号機 

(1)原子炉水位 

原子炉水位を計測する装置については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認

している。 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第 1102 号 昭和 51 年 3 月 17 日届出) 

 

(2)原子炉圧力 

原子炉圧力を計測する装置については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認

している。 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第 1102 号 昭和 51 年 3 月 17 日届出) 

 

(3)残留熱除去系熱交換器入口温度(原子炉水温度） 

残留熱除去系熱交換器入口温度を計測する装置については，以下の工事計画軽微変

更届出書により確認している。 

建設時第２４回工事計画軽微変更届出書(総官第 1230 号 昭和 52 年 1月 25 日届出) 

 

(4)残留熱除去系流量 

残留熱除去系流量を計測する装置については，以下の工事計画軽微変更届出書によ

り確認している。 

建設時第２４回工事計画軽微変更届出書(総官第 1230 号 昭和 52 年 1 月 25 日届出) 

 

(5)炉心スプレイ系圧力 

炉心スプレイ系圧力を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により

確認している。 

建設時第８回工事計画認可申請書(48 公第 8194 号 昭和 49 年 1 月 7 日認可) 

 

(6)炉心スプレイ系流量 

炉心スプレイ系流量を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により

確認している。 

建設時第８回工事計画認可申請書(48 公第 8194 号 昭和 49 年 1 月 7 日認可) 

 

(7)起動領域モニタ 

起動領域モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 4 第 679 号 平成 4 年 11 月 5 日届出) 
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(8)非常用ガス処理系放射線モニタ 

非常用ガス処理系放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認して

いる。 

工事計画届出書(総文発官 62 第 319 号 昭和 62 年 6 月 29 日届出) 

 

(9)エリア放射線モニタ 

エリア放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 6 第 18 号 平成 6 年 4月 19 日届出) 

 

2.６号機 

(1)原子炉水位 

原子炉水位を計測する装置については，以下の工事計画変更認可申請書により確認

している。 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 1730 号 昭和 53 年 3 月 28 日認

可) 

 

(2)原子炉圧力 

原子炉圧力を計測する装置については，以下の工事計画変更認可申請書により確認

している。 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 1730 号 昭和 53 年 3 月 28 日認

可) 

 

(3)残留熱除去系熱交換器入口温度(原子炉水温度） 

残留熱除去系熱交換器入口温度を計測する装置については，以下の工事計画認可申

請書により確認している。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50 資庁第 14354 号 昭和 51 年 4 月 8 日認可) 

 

(4)残留熱除去系流量 

残留熱除去系流量を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により確

認している。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50 資庁第 14354 号 昭和 51 年 4 月 8 日認可) 
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(5)低圧炉心スプレイ系流量 

低圧炉心スプレイ系流量を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書に

より確認している。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50 資庁第 14354 号 昭和 51 年 4 月 8 日認可) 

 

(6)起動領域モニタ 

起動領域モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 5 第 182 号 平成 5 年 5 月 26 日届出) 

 

(7)出力領域モニタ 

出力領域モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 5 第 182 号 平成 5 年 5 月 26 日届出) 

 

(8)非常用ガス処理系放射線モニタ 

非常用ガス処理系放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認して

いる。 

工事計画届出書(総文発官 61 第 697 号 昭和 61 年 9 月 30 日届出) 

 

(9)エリア放射線モニタ 

エリア放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 5 第 245 号 平成 5 年 7 月 8 日届出) 

 

3.５・６号機共用 

(1)主排気筒放射線モニタ 

主排気筒放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

５号機：工事計画届出書(総文発官 62 第 319 号 昭和 62 年 6 月 29 日届出) 
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